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調
査
報
告

阿
仏
房
元
屋
敷
（
妙
宣
寺
草
創
地
）
の
調
査
報
告

 

小　

瀨　

修　

達

調
査
日
時　

平
成
二
一
年
三
月
〜
一
一
月

調
査
場
所　

新
潟
県
佐
渡
市
金
井
新
保
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」、
竹
田
地
区
「
妙
宣
寺
」
周
辺

調
査
内
容 　

蓮
華
王
山
妙
宣
寺
（
阿
仏
房
）
草
創
の
地
で
あ
る
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
所
在
と
妙
宣
寺
が
現
在
の
地
に
至
る
ま
で
の
経
緯

や
傍
証
と
な
る
鎌
倉
時
代
の
佐
渡
国
府
・
守
護
所
等
を
現
地
調
査
・
検
証
し
、
田
中
圭
一
著
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
と
の
比

較
検
証
を
行
っ
た
。
最
後
に
、
佐
渡
島
内
に
お
け
る
霊
蹟
の
取
得
問
題
と
し
て
、「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
土
地
取
得
を
始
め
と

し
た
、
近
年
の
霊
蹟
に
対
す
る
島
内
寺
院
の
取
組
み
を
記
し
た
。

調
査
員　

小
瀨
修
達
研
究
員

調
査
指
導　

小
菅
徹
也
氏　
（
社
）
資
源
素
材
学
会
・
日
本
鉱
業
史
研
究
会
理
事
、『
旧
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
共
著
者

聞
き
取
り
調
査　

日
蓮
宗
妙
満
寺
住
職　

竹
中
智
英
師
（
妙
満
寺
周
辺
の
土
地
問
題
）

【
現
代
と
教
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

　
『
立
正
安
国
論
』
奏
進
は
、
当
時
、
鎌
倉
幕
府
へ
の
危
機
管
理
の
提
言
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
代
と
教
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
蓮
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宗
の
危
機
管
理
」〈
他
教
団
の
侵
害
に
備
え
る
〉
で
は
、
日
蓮
正
宗
の
「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地
の
買
収
を
例
に
、
私
有
地
の
霊
蹟
買
収
に

対
す
る
危
機
管
理
‥
私
有
地
に
あ
る
霊
蹟
を
事
前
に
調
査
確
認
し
対
応
す
る
体
制
を
想
定
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
佐
渡
市
金

井
新
保
の
阿
仏
房
元
屋
敷
（
妙
宣
寺
草
創
地
）
や
市
内
竹
田
地
区
（
妙
宣
寺
）
周
辺
を
調
査
・
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
第
一
節
に
新
保
の
阿
仏
房
元
屋
敷
（
妙
宣
寺
草
創
地
）
と
し
て
、
妙
宣
寺
の
前
身
で
あ
る
新
保
村
阿
仏
寺
の
所
在
を
特
定
す

る
根
拠
と
な
る
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
を
基
に
現
地
調
査
・
検
証
を
行
っ
た
。
第
二
節
阿
仏
寺
（
妙
宣
寺
）
の
新
保
村
か
ら
八
瀬
ヶ
平
、

雑
太
本
城
跡
へ
の
移
転
で
は
、『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』
や
『
妙
宣
寺
縁
起
』
等
の
歴
史
資
料
を
基
に
移
転
先
の
八
瀬
ヶ
平
か

ら
現
在
地
の
雑
太
本
城
跡
周
辺
を
現
地
調
査
・
検
証
し
た
。
第
三
節
鎌
倉
時
代
の
佐
渡
国
府
・
守
護
所
で
は
、『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』

の
目
黒
町
塚
原
配
所
説
（
田
中
説
）
の
傍
証
と
な
る
下
畑
沖
佐
渡
国
府
・
守
護
所
説
を
関
連
す
る
研
究
資
料
を
基
に
現
地
調
査
・
比
較
検

証
し
た
。
第
四
節
島
内
に
お
け
る
霊
蹟
の
取
得
問
題
で
は
、「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
土
地
取
得
を
始
め
、
妙
満
寺
周
辺
の
土
地
問
題
等
、

近
年
の
霊
蹟
に
対
す
る
島
内
の
取
組
み
を
記
し
た
。
な
お
、
調
査
研
究
の
全
般
に
わ
た
り
『
旧
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
共
著
者
・『
佐
渡
中

世
史
の
根
幹
』
著
者
で
あ
る
小
菅
徹
也
氏
の
指
導
・
協
力
を
得
た
。

一
、
新
保
の
阿
仏
房
元
屋
敷
（
妙
宣
寺
草
創
地
）

　
『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』（
妙
宣
寺
）「
も
と
寺
の
地
は
新
保
村
に
て
」
や
『
妙
宣
寺
縁
起
』「
草
創
地
は
新
保
に
あ
り
。」
等

の
記
述
に
基
づ
く
一
般
論
と
し
て
、
阿
仏
房
妙
宣
寺
の
草
創
地
は
新
保
村
で
あ
り
、
阿
仏
房
の
屋
敷
を
改
め
て
妙
宣
寺
の
前
身
と
な
る
阿

仏
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
が
、『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
の
田
中
圭
一
説
や
『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
の
小
菅
徹
也
説
で
は
、
阿
仏
房
の

在
家
（
開
墾
集
落
）
は
、
目
黒
町
の
妙
満
寺
付
近
に
あ
り
、
隣
接
す
る
塚
原
三
昧
堂
（
配
所
）
で
の
阿
仏
房
の
宗
祖
へ
の
給
仕
が
罰
せ
ら

れ
、
所
払
い
を
受
け
て
新
保
村
へ
移
転
し
、
阿
仏
房
没
後
、
二
世
日
満
上
人
に
よ
り
当
地
で
の
屋
敷
を
改
め
阿
仏
寺
と
し
た
と
す
る
。
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『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
に
お
け
る
阿
仏
房
の
目
黒
町
か
ら
新
保
へ
の
移
転
時
期
と
経
緯

　

次
の
御
遺
文
に
は
、
阿
仏
房
の
目
黒
町
か
ら
新
保
へ
の
移
転
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
千
日
尼
御
前
御
返
事
』
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
七
月
二
八
日

　
「
而
に
日
蓮
佐
渡
国
へ
な
が
さ
れ
た
り
し
か
ば
彼
国
の
守
護
等
は
国
主
の
御
計
に
随
て
日
蓮
を
あ
だ
む
。
万
民
は
其
の
命
に
随
う
。
念

仏
者
・
禅
・
律
・
真
言
師
等
は
鎌
倉
よ
り
も
い
か
に
も
し
て
此
へ
わ
た
ら
ぬ
や
う
計
と
申
つ
か
わ
し
、
極
楽
寺
の
良
観
等
は
武
蔵
前
司
殿

の
私
御
教
書
を
申
て
、
弟
子
に
持
せ
て
日
蓮
を
あ
だ
み
な
ん
と
せ
し
か
ば
、
い
か
に
も
命
た
す
か
る
べ
き
や
う
は
な
か
り
し
に
、
天
の
御

計
は
さ
て
を
き
ぬ
、
地
頭
々
々
等
念
仏
者
々
々
々
等
日
蓮
が
庵
室
に
昼
夜
に
立
そ
い
て
か
よ
（
通
）
う
人
あ
る
を
ま
ど
わ
さ
ん
と
せ
め
し

に
、
阿
仏
房
に
ひ
つ
（
櫃
）
を
し
を
わ
せ
、
夜
中
に
度
々
御
わ
た
り
あ
り
し
事
、
い
つ
の
世
に
か
わ
す
ら
む
。
只
悲
母
の
佐
渡
国
に
生
か

わ
り
て
有
か
。
漢
土
に
沛
公
と
申
せ
し
人
、
王
相
有
と
て
秦
始
皇
の
勅
宣
下
云
、
沛
公
打
て
ま
い
ら
せ
ん
者
に
は
不
次
の
賞
を
行
べ
し
。

沛
公
は
里
中
に
は
隠
れ
が
た
く
し
て
山
に
入
て
七
日
二
七
日
な
ん
ど
有
し
な
り
。
其
時
命
す
で
に
を
わ
り
ぬ
べ
か
り
し
に
、
沛
公
の
妻
女

呂
公
と
申
せ
し
人
こ
そ
山
中
を
尋
て
時
時
命
を
た
す
け
し
が
、
彼
は
妻
な
れ
ば
な
さ
け
す
て
が
た
し
。
此
は
後
世
を
を
ぼ
せ
ず
ば
な
に
し

に
か
か
く
は
を
は
す
べ
き
。
又
其
故
に
或
は
所
を
を
い
、
或
は
く
わ
れ
う
（
科
料
）
を
ひ
き
、
或
は
宅
を
と
ら
れ
な
ん
ど
せ
し
に
、
つ
い

に
と
を
ら
せ
給
ぬ
。
法
華
経
に
は
過
去
に
十
万
億
の
仏
を
供
養
せ
る
人
こ
そ
今
生
に
は
退
せ
ぬ
と
わ
み
へ
て
候
へ
。
さ
れ
ば
十
万
億
供
養

の
女
人
な
り
。」 

『
昭
和
定
本
』（
一
五
四
四
頁
）

【
移
転
の
経
緯
】『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
九
三
〜
八
頁
）

・
塚
原
問
答
で
圧
勝
し
た
宗
祖
に
対
す
る
敗
者
の
怨
恨　

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
正
月
一
六
日

・
宗
祖
を
擁
護
し
た
佐
渡
代
官
本
間
重
連
が
二
月
騒
動
で
鎌
倉
へ
行
き
（
一
八
日
）
留
守
の
為
、
迫
害
の
機
会
と
な
っ
た
。

・
極
楽
寺
良
観
等
の
政
治
的
工
作
・
讒
訴
「
武
蔵
前
司
殿
（
北
条
宣
時
）
の
私
御
教
書
」

11　小瀬.indd   20511　小瀬.indd   205 11.7.4   9:45:16 AM11.7.4   9:45:16 AM



現代宗教研究　第44号（2010.3）　　206

　

等
の
宗
祖
へ
の
迫
害
を
背
景
と
し
て
、

　

阿
仏
房
夫
妻
の
宗
祖
へ
の
給
仕
「
阿
仏
房
に
ひ
つ
（
櫃
）
を
し
を
わ
せ
、
夜
中
に
度
々
御
わ
た
り
あ
り
し
事
」
等
に
対
す
る
処
罰
と
し

て
「
又
其
故
に
或
は
所
を
を
い
、
或
は
く
わ
れ
う
（
科
料
）
を
ひ
き
、
或
は
宅
を
と
ら
れ
な
ん
ど
せ
し
に
」
所
払
い
・
科
料
・
自
宅
没
収

を
受
け
、
目
黒
町
の
「
阿
仏
房
在
家
」（
現
妙
満
寺
）
よ
り
金
井
新
保
の
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
へ
移
転
し
た
。
阿
仏
房
没
後
、
二
世
日
満

上
人
に
よ
り
屋
敷
を
改
め
阿
仏
寺
と
し
た
。（
妙
宣
寺
二
世
日
満
上
人
に
つ
い
て
は
、
阿
仏
房
の
曾
孫
説
〔
通
説
〕、
息
子
の
藤
九
郎
盛
綱

説
〔『
妙
宣
寺
過
去
帳
』『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』
妙
宣
寺
、
小
菅
説
『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
二
六
〜
九
頁
〕
等
が
あ
る
。）

【
移
転
の
時
期
】

　
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
九
四
〜
八
頁
）
で
は
、『
阿
仏
房
御
書
』
を
「
文
永
九
年
三
月
一
三
日
」
の
作
と
し
、
書
簡
の
や
り
取
り
が

あ
る
事
か
ら
宗
祖
と
阿
仏
房
屋
敷
と
の
間
に
距
離
が
で
き
た
と
し
て
、「
文
永
九
年
三
月
頃
」
金
井
新
保
へ
移
転
し
た
と
し
て
い
る
。

　
『
昭
和
定
本
』
の
『
阿
仏
房
御
書
』（
一
一
四
四
頁
）
脚
注
に
よ
る
と
、『
朝
師
本
』
写
本
に
「
建
治
二
年
三
月
十
三
日
」、
或
い
は
『
縮

刷
遺
文
』
に
「
文
永
九
年
」
の
作
と
あ
り
、『
昭
和
定
本
』
で
は
「
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）」
説
を
と
る
事
か
ら
、
本
書
が
「
文
永
九

年
」（
一
二
七
二
）
の
作
で
あ
る
可
能
性
は
低
く
、
ま
た
、
古
来
よ
り
真
偽
論
の
あ
る
事
か
ら
根
拠
と
し
て
希
薄
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
文
永
九
年
、
佐
渡
代
官
本
間
重
連
が
二
月
一
八
日
に
鎌
倉
へ
赴
き
、
四
月
に
宗
祖
は
石
田
郷
一
谷
入
道
の
邸
へ
と
転

居
す
る
事
か
ら
、
阿
仏
房
が
「
文
永
九
年
三
月
頃
」
金
井
新
保
へ
移
転
し
た
と
す
る
説
が
妥
当
と
も
考
え
ら
れ
る
。

新
保
村
阿
仏
寺
の
所
在
の
特
定

　

阿
仏
寺
が
現
在
の
妙
宣
寺
の
場
所
へ
移
転
し
た
後
も
、
新
保
村
の
土
地
を
寺
領
と
し
て
所
有
し
て
い
た
為
、
現
存
す
る
記
録
を
基
に
新

保
村
阿
仏
寺
の
寺
領
の
推
定
が
可
能
と
な
る
。
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【
新
保
村
阿
仏
寺
の
寺
領
】（『
金
井
町
史
』
一
八
一
〜
五
頁
）

　

三
か
一
寺
領

　
「
徳
川
時
代
以
前
に
佐
渡
の
各
地
に
あ
っ
た
寺
は
、
そ
の
土
地
土
地
の
領
主
か
ら
寺
領
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）

徳
川
家
康
の
代
官
田
中
清
六
と
川
村
彦
左
衛
門
は
そ
れ
ま
で
こ
う
し
た
寺
が
も
っ
て
い
た
寺
領
を
三
分
の
一
に
限
っ
て
与
え
る
こ
と
と
し

た
。
だ
か
ら
徳
川
時
代
の
検
地
水
帳
な
ど
に
三
か
一
寺
領
の
載
せ
ら
れ
て
い
る
寺
は
徳
川
以
前
に
す
で
に
大
寺
と
し
て
寺
領
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
も
そ
う
し
た
寺
領
は
、
そ
の
領
主
で
な
い
と
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
お
寺
が
そ
の
昔
ど
こ
に
あ
っ
た

か
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
お
寺
の
三
か
一
寺
領
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
み
る
の
が
も
っ
と
も
よ
い
方
法
で
あ
る
。」（『
金
井
町
史
』

一
八
一
頁
）

　

し
た
が
っ
て
、
妙
宣
寺
の
三
か
一
寺
領
を
調
べ
る
こ
と
で
元
の
所
在
が
わ
か
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
の
「
妙
宣
寺
古
文
書
」
に
記
載
の

三
か
一
寺
領
に
よ
り
、
阿
仏
房
が
以
前
、
新
保
村
に
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

「
可
納

　

一
、
米
二
石
五
升
九
合
三
勺

　
　

右
者
新
保
村
高
之
内
ニ
而
卸
除
米
三
分
一
今
日
御
納
御
請
取
可
被
下
侯
、
以
上

　
　
　

阿
仏
山

　
　
　
　
　

妙
宣
寺
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雑
太
郡
新
保
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

孫
左
衛
門　

印　

」
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次
に
挙
げ
る
寛
文
八
年
の
新
保
村
の
『
妙
宣
寺
寺
領
覚
書
』
に
は
、
新
保
村
の
三
か
一
寺
領
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「　
『
田
地
坪
付
の
覚
』

内
之
舟
付

　

一
、
百
七
拾
苅　
　
　
　
　
　

権
助

　

一
、﹇　
　

﹈　　
　
　
　
　
　

同
人

　

一
、
百
苅　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

は
ざ
ま

　

一
、
百
四
拾
苅　
　
　
　
　
　

同
人

は
ざ
ま

　

一
、
百
五
拾
苅　
　
　
　
　
　

同
人

は
ざ
ま

　

一
、
七
拾
苅　
　
　
　
　
　
　

同
人

新
田

　

一
、
三
拾
苅　

是
者
酉
新
田　

同
人

外
舟
付

　

一
、
弐
百
苅　

是
ハ
同
村
弥
次
右
衛
門
と
申
、
父
伊
左
衛
門
と
申
者
ニ
売
り
申
候

り
ぼ
う
さ
わ

　

一
、
六
百
苅　

是
ハ
伊
左
衛
門
継
持
ニ
侯
へ
者
弥
次
右
衛
門
江
売
渡
申
侯
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一
、
権
助
父
祖　

伊
左
衛
門
と
云
者
左
京
と
申
親
之
屋
敷
ニ
罷
在
侯
へ
共
其
後
ハ
雅
楽
と
申
者
の
屋
敷
の
つ
ま
ニ
居
申
侯
が
廿
八
年

　
　

以
前
巳
年
新
屋
を
ひ
ら
き
罷
出
申
侯
。

　

寛
文
八
年
申
八
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
保
村　

五
人
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
太
郎　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
清
次
郎　

印
」

『
新
保
村
古
帳
之
覚
』

字
谷
地

　

一
、
本
九
拾
二
束
苅　

見
出
二
十
束
苅　

助
左
衛
門

字
谷
地

　

一
、
本
百
束
苅　

見
出
十
五
束
苅　

助
左
衛
門

字
谷
地

　

一
、
本
弐
百
二
十
五
束
苅　

見
出
四
十
束
苅　

助
左
衛
門

字
谷
地

　

一
、
本
五
十
束
苅　

見
出
五
束
苅　

助
左
衛
門

字
谷
地

　

一
、
八
十
七
束
苅　

見
出
十
束
苅　

助
左
衛
門

字
谷
地

　

一
、
四
十
束
苅　

見
出
七
束
苅　

助
左
衛
門
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字
谷
地

　

一
、
八
十
束
苅　

見
出
二
十
束
苅　

助
左
衛
門

　
　
　

右
之
通
古
帳
如
此
侯　

以
上

　
　
　
　

寛
文
八
年

　
　
　
　
　

申
拾
月
八
日

　
　

阿
仏　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
中
使　

利
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　
　

徳
兵
衛　
　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　
　

徳
右
衛
門　

印　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
金
井
町
史
』
一
八
二
〜
五
頁
）

　

以
上
、
寛
文
八
年
に
新
保
村
の
阿
仏
房
元
屋
敷
（
阿
仏
寺
寺
領
）
に
お
け
る
三
か
一
寺
領
の
除
米
と
し
て
「
二
石
五
升
九
合
三
勺
」
の

米
が
阿
仏
房
に
納
め
ら
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
元
屋
敷
寺
領
の
二
枚
の
『
覚
書
』
で
は
、
苅
数
が
合
計
一
七
六
五
束
苅
と
な
る
。
元
屋

敷
の
田
地
の
作
人
に
権
助
、
弥
次
右
衛
門
、
助
左
衛
門
等
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
寛
文
一
一
年
の
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
に
も
同
じ
人

名
が
見
ら
れ
る
。

　
『
真
野
町
史
上
巻
』
で
は
、
寛
文
年
間
の
「
妙
宣
寺
古
文
書
」
か
ら
新
保
村
の
阿
仏
房
元
屋
敷
（
阿
仏
寺
寺
領
）
の
規
模
を
「
新
保
村

権
助
請
け
の
田
畑
屋
敷
合
わ
せ
て
一
町
六
反
七
畝
一
六
歩
と
山
林
一
か
所
、
同
じ
く
弥
兵
衛
請
け
の
田
一
町
一
反
三
畝
一
五
分
の
外
に
山

林
一
か
所
、
こ
の
二
人
の
請
け
地
を
合
わ
せ
る
と
、
二
町
八
反
一
畝
一
歩
と
な
り
相
当
広
い
土
地
を
持
っ
て
い
た
。」（
二
七
〇
頁
）
と
、

算
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
阿
仏
寺
の
寺
領
の
規
模
は
、
二
町
八
反
一
畝
一
歩
＝
約
二
・
七
九
㌶
程
と
な
る
。
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【『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』、
阿
仏
寺
所
在
の
特
定
】

　
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
は
、
佐
渡
市
金
井
新
保
に
お
け
る
寛
文
年
間
の
阿
仏
房
の
寺
領
（
三
か
一
寺
領
）
を
画
い
た
も
の
で
、
そ
の

中
に
阿
仏
房
の
屋
敷
跡
で
妙
宣
寺
の
前
身
と
な
る
阿
仏
寺
建
立
（
二
世
日
満
上
人
代
）
の
地
と
さ
れ
る
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
場
所
が
記

さ
れ
て
い
る
絵
図
で
あ
り
、
同
時
期
の
も
の
が
二
つ
あ
っ
た
。

　

一
つ
は
『
金
井
町
史
』
編
纂
の
際
、
小
菅
氏
が
鑑
定
し
て
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
場
所
を
特
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
現
在
行
方
不
明
と

な
っ
て
い
る
。
元
屋
敷
に
特
定
さ
れ
た
土
地
は
、
佐
渡
市
（
当
時
は
金
井
町
）
教
育
委
員
会
に
よ
り
標
柱
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、『
真
野
町
史
上
巻
』
二
七
一
頁

に
掲
載
さ
れ
佐
渡
博
物
館
に
写
真
乾
板
が
保
存
さ

れ
て
い
る
も
の
で
、
前
者
と
同
時
期
同
内
容（
控
）。

小
菅
氏
が
こ
れ
を
用
い
て
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
を

再
確
認
し
た
。（『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
八
四
〜

一
〇
二
頁
）

　
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
‥
寛
文
一
一
年
七
月

一
〇
日
、
新
保
村
の
権
助
と
弥
次
右
衛
門
が
阿
仏

房
へ
提
出
し
た
も
の
で
組
頭
と
名
主
が
一
緒
に
署

名
・
押
印
を
し
た
絵
図
（
控
）。
近
藤
福
雄
氏

（
故
人
）が
撮
影
し
、
佐
渡
博
物
館
に
そ
の
乾
板
が

保
存
さ
れ
て
い
る
。『
真
野
町
史
上
巻
』
二
七
一

頁
、『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
九
九
頁
（
上
写
真
）

『阿仏房元屋敷絵図』
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上
図
に
「
阿
仏
坊
元
屋
敷
、
今
ハ
助

左
衛
門
居
申
候
」
と
、
あ
る
通
り
、
寛
文

一
一
年
当
時
、
作
人
の
助
左
衛
門
の
屋
敷

で
あ
っ
た
場
所
が
、「
阿
仏
房
元
屋
敷
」

で
あ
る
事
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

「
阿
仏
房
元
屋
敷
」（
阿
仏
寺
）
の
所
在
が

特
定
で
き
る
。『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』

九
八
・
一
〇
〇
頁
（
上
写
真
）

●
現
地
調
査

　
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
の
表
す
新
保
村
（
現
佐
渡
市
金
井
新
保
）
の
土
地
を
小
菅
氏
（『
旧
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
共
著
者
）
指
導
の
下
、

現
地
調
査
を
行
っ
た
。

【
現
在
地
と
の
比
較
】

　

①
寛か
ん

文ぶ
ん

一
一
年
（
一
六
七
一
）
の
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』（『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
一
〇
〇
頁
）
を
現
在
の
地
図
上
に
再
現
し
た
も

部分拡大図：絵図の凸部を拡大したもの

上図の文字を起こした図
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の
が
、
左
②
図
で
あ
る
。
右
①
図
記
号
Ⓐ
〜
Ⓔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
左
②
図
の
同
記
号
Ⓐ
〜
Ⓔ
に
該
当
す
る
場
所
で
あ
る
。（
次
頁
参
照
）

　

当
地
は
、
佐
渡
市
金
井
新
保
の
国
仲
低
地
に
せ
り
出
す
段
丘
上
に
あ
る
。
北
の
Ⓐ
阿
仏
房
元
屋
敷
よ
り
、
南
の
Ⓔ
継
橋
ま
で
の
距
離
は
、

約
七
九
〇
㍍
程
あ
り
、『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
の
実
際
の
範
囲
は
新
保
村
内
の
お
よ
そ
七
〜
八
〇
〇
㍍
四
方
を
表
し
た
図
で
あ
る
事
が

確
認
で
き
た
。
前
掲
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
元
屋
敷
の
寺
領
は
、
二
町
八
反
一
畝
一
歩
＝
約
二
．
七
九
㌶
の
田
地
や
山
林
を
有
し
て
い
た
。

開
墾
集
落
で
あ
る
在
家
の
規
模
は
、
平
均
一
㌶
で
あ
る
事
か
ら
、
寛
文
年
間
に
至
ま
で
に
田
地
の
開
拓
が
徐
々
に
進
行
し
た
と
推
測
で
き

る
。
絵
図
に
お
い
て
も
新
た
に
開
墾
さ
れ
た
「
新
田
」
が
見
ら
れ
る
。
現
在
は
、
農
地
改
革
に
よ
り
荒
野
で
あ
っ
た
場
所
等
も
大
部
分
が

水
田
と
な
っ
て
い
る
。

　

①
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
に
お
け
る
Ⓐ
〜
Ⓓ
の
土
地
は
、
現
在
の
地
図
で
あ
る
②
図
の
Ⓐ
〜
Ⓓ
の
土
地
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。
こ

の
内
、
Ⓐ
阿
仏
房
元
屋
敷
の
土
地
は
近
年
ま
で
小
菅
家
の
土
地
で
あ
っ
た
為
小
菅
氏
自
身
が
周
囲
の
土
地
に
詳
し
い
事
や
、
Ⓑ
貝
塚
村
大

蔵
之
屋
敷
の
土
地
が
昭
和
五
五
年
ま
で
貝
塚
大
蔵
家
の
所
有
で
あ
っ
た
事
、
Ⓒ
屋
敷
之
内
（
新
田
）
の
土
地
名
が
現
在
も
残
る
事
、
②
図

Ⓗ
の
土
地
に
垣
之
内
の
地
名
が
残
り
在
家
（
開
墾
集
落
）
の
存
在
し
た
証
拠
と
な
る
事
等
か
ら
、
Ⓐ
〜
Ⓓ
の
土
地
の
位
置
関
係
の
特
定
が

可
能
と
な
っ
た
。

　

②
図
中
の
Ⓕ
は
、『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
に
お
い
て
田
中
圭
一
氏
が
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
に
推
定
し
た
場
所
で
あ
る
。
後
に
検
証
す

る
が
、
こ
の
書
に
根
拠
と
な
る
説
明
は
な
く
不
審
な
点
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
旧
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
一
〇
九
頁
）
や
『
金
井
町
史
』（
一
八
六
頁
）
で
は
、
現
在
の
②
図
中
の
Ⓓ
児
玉
繁
雄
（
助
四
郎
）

家
の
場
所
を
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
と
し
て
い
る
が
誤
り
で
あ
る
。
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Ⓐ
阿
仏
房
元
屋
敷

Ⓑ
貝
塚
村
大
蔵
之
屋
敷

Ⓒ
屋
敷
之
内
（
新
田
）

Ⓓ
与
次
兵
衛
屋
敷

Ⓔ
大
道
と
ほ
り
・
継
橋

Ⓖ
権
助
之
屋
敷

※
図
①
②
に
共
通

①阿仏房元屋敷絵図（図に起こしたもの）寛文11年

Ⓔ継橋：現在も同じ場所に架かる
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阿仏房元屋敷（妙宣寺草創地）の調査報告（小瀨）

上
図
〔
佐
渡
市　

六
〇
〇
〇
分
の

一
地
図
を
加
工
〕

②現在の地図における阿仏房元屋敷絵図の範囲

Ⓐ
元
屋
敷
〜
Ⓔ
継
橋
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【
絵
図
の
土
地
の
現
状
】

※
『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』（
寛
文
一
一
年
）
に
記
さ
れ
た
土
地
の
現
状
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』　　
　
　
【
現　

在
】

　

Ⓐ
阿
仏
房
元
屋
敷
＝
助
左
衛
門
↓
寺
沢
弥
十
郎
（
〜
大
正
一
〇
年
、
絶
家
）
屋
敷
跡
と
な
る
。

　

Ⓑ
貝
塚
村
大
蔵
之
屋
敷　
　
　

↓
地
名
と
し
て
残
る
。
昭
和
五
五
年
ま
で
貝
塚
大
蔵
家
の
所
有
。

　

Ⓒ
屋
敷
之
内（
新
田
）　　
　
　

↓
児
玉
繁
雄
家
の
北
側
の
土
地
に
地
名
と
し
て
残
る
。
室
町
期
の
地
名
。

　

Ⓓ
与
次
兵
衛
屋
敷　
　
　
　
　

↓
児
玉
繁
雄
家
の
宅
地
と
な
る
。

　

Ⓔ
大
道
と
ほ
り
・
継
橋　
　
　

↓
同
じ
場
所
に
現
存
。
こ
れ
に
よ
り
Ⓐ
〜
Ⓔ
間
の
距
離
が
確
認
で
き
た
。

　

Ⓖ
権
助
之
屋
敷　
　
　
　
　
　

↓
渡
辺
権
助
家
、
古
絵
図
よ
り
二
〇
〇
㍍
北
に
移
転
。

　

Ⓗ
垣
之
内（
絵
図
不
記
載
）　　

↓
地
名
と
し
て
残
る
。
在
家
の
存
在
し
た
証
拠
と
な
る
。

　

弥
次
右
衛
門（
裏
書
の
署
名
）　

↓
寺
沢
弥
次
右
衛
門
、
権
助
家
の
北
側
に
現
存
。
寺
沢
一
族
の
総
本
家
。

【
阿
仏
房
移
転
の
協
力
者
】

　

小
菅
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
阿
仏
房
が
金
井
新
保
の
太
子
野
へ
移
転
す
る
際
に
同
地
に
住
す
る
寺
沢
一
族
が
協
力
し
た
と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
。『
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
』
の
裏
書
の
署
名
に
見
ら
れ
る
「
弥
次
右
衛
門
」（
現
・
弥
治
右
衛
門
）
は
寺
沢
一
族
の
総
本
家
で
あ
り

元
は
阿
仏
房
妙
宣
寺
の
有
力
檀
家
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

太
子
野
と
隣
の
関
根
地
区
に
は
、
現
在
も
寺
沢
一
族
の
末
裔
が
以
下
の
通
り
確
認
で
き
た
と
い
う
。

〔
太
子
野
〕　

弥
治
右
衛
門
、
弥
三
右
衛
門
、
弥
右
衛
門
、
武
右
衛
門
、
弥
十
郎
（
島
外
移
住
）、
甚
三
郎
、
十
右
衛
門
（
絶
家
）
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〔
関
根
〕　

又
平
、
吾
助
、
七
郎
平
、
五
平　

新
兵
衛
（
根
本
寺
檀
家
）

　

以
上
の
寺
沢
一
族
全
て
が
日
蓮
宗
寺
院
の
檀
家
で
あ
り
、
新
兵
衛
（
根
本
寺
檀
家
）
以
外
の
家
は
現
在
、
河
原
田
の
日
蓮
宗
妙
経
寺
檀

家
で
あ
る
と
い
う
。

　

寺
沢
一
族
は
、
阿
仏
房
の
移
転
と
共
に
阿
仏
房
（
阿
仏
寺
、
現
妙
宣
寺
）
の
檀
家
と
な
っ
た
が
、
以
降
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
離
檀
し

た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　
『
弥
治
右
衛
門
に
は
、
面
白
い
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。「
昔
、
真
野
の
阿
仏
房
妙
宣
寺
の
田
ん
ぼ
や
野
山
が
太
子
野
の
南
側
に
沢
山
あ
っ

た
の
で
、
そ
の
管
理
の
為
に
時
々
妙
宣
寺
か
ら
寺
侍
が
や
っ
て
来
て
い
た
。
こ
の
寺
侍
が
酒
と
賭
け
碁
が
大
好
き
な
の
で
、
地
元
の
弥
治

右
衛
門
達
が
賭
け
碁
に
誘
っ
て
、
碁
に
負
け
て
土
地
の
一
部
を
取
ら
れ
た
。
そ
こ
で
寺
侍
は
、
申
し
訳
無
い
と
い
っ
て
寺
に
帰
っ
て
か
ら

切
腹
し
た
」
と
い
う
話
を
十
五
年
も
前
に
地
元
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
最
近
聞
い
た
話
で
「
そ
の
頃
、
渡
辺
作
十
郎
が
酒
屋
を
や
っ
て
居
た
の
で
、
弥
治
右
衛
門
と
渡
辺
清
三
郎
（
本
屋
敷
の
妙

光
寺
檀
家
で
あ
っ
た
が
、
北
海
道
に
移
住
。
今
の
風
牧
の
宅
地
が
元
屋
敷
）
と
児
玉
甚
左
衛
門
が
相
談
し
て
、
作
十
郎
の
座
敷
に
上
げ
て

賭
け
碁
に
熱
中
さ
せ
、
気
が
つ
い
て
表
に
出
た
時
に
は
検
地
が
終
っ
て
、
検
地
役
人
が
帰
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
あ
っ
た
の
で
ど
う
に
も
な

ら
ず
、
寺
侍
は
と
う
と
う
妙
宣
寺
へ
帰
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
。』（『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
一
〇
二
〜
三
頁
）（
同
類
の
言
い
伝
え
が

『
金
井
町
史
』（
一
八
六
頁
）
に
あ
る
）

　

以
上
の
言
い
伝
え
か
ら
、
寺
沢
一
族
が
賭
け
碁
事
件
等
を
理
由
と
し
て
阿
仏
房
妙
宣
寺
か
ら
離
檀
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
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【
阿
仏
房
元
屋
敷
の
現
状
】

場
所　

佐
渡
市
金
井
新
保　

寺
沢
九
五
一
・
九
五
二
番
地
。

面
積　

㈠
（
九
五
一
番
）
七
三
七
平
方
㍍
、
㈡
（
九
五
二
番
地
）
一
二
四
二
平
方
㍍

現
状　

金
井
町
（
現
佐
渡
市
）
教
育
委
員
会
に
よ
り
特
定
さ
れ
標
柱
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
土
地
は
、
上
図
に
点
線
で
区
分
し
て
い
る
通
り
二
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、

㈡
（
九
五
二
番
地
）
の
部
分
は
、
水
田
で
あ
る
。
㈠
（
九
五
一
番
地
）
の
部
分
は
、

平
成
二
〇
年
、
日
蓮
宗
妙
宣
寺
が
購
入
し
た
土
地
で
あ
り
、
現
在
、
荒
地
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
墓
石
、
石
碑
等
は
な
い
。

① 

「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
標
柱
。
金
井
町
（
現
佐
渡
市
）
教
育
委
員
会
に
よ
り
設
置

さ
れ
た
も
の
。

②
一
〜
二
㍍
程
の
雑
木
が
密
生
し
て
い
る
。

③ 
池
。
元
は
Ｔ
字
型
の
池
（
湧
水
）
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
埋
め
ら
れ
浅
く
水
が
溜

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
池
の
湧
水
を
元
に
周
囲
の
田
地
が
開
墾
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
と
云
う
。

④
高
さ
七
〇
㌢
程
の
丘
状
に
な
っ
て
い
る
。

現在の地図上のⒶ阿仏房元屋敷
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【
阿
仏
房
元
屋
敷
の
所
有
権
】

　
「
９
５
１
寺
沢　

宅
地
４
畝
３
歩　

寺
沢
弥
十
郎　

そ
の
後
の
所
有
権
は
大
正
９
年
寺
沢

啓
蔵
・
相
続
、
大
正
10
年
小
松
茂
兵
衛
・
競
売
、
大
正
11
年
本
間
市
作
・
売
買
、
昭
和
18
年

本
間
市
郎
・
相
続
、
昭
和
19
年
小
菅
五
之
八
・
売
買
（
小
菅
徹
也
祖
父
）
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。

　

９
５
２
寺
沢　

田
５
畝
歩　

寺
沢
弥
十
郎　

そ
の
後
の
所
有
権
は
明
治
29
年
本
間
市
右
衛

門
、
大
正
２
年
本
間
市
作
、
昭
和
５
年
本
間
市
郎
、
昭
和
19
年
小
菅
五
之
八
と
移
転
し
て
い

る
。」

 

（『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
八
七
頁
）

※ 

以
降
、
所
有
権
は
小
菅
氏
の
親
戚
の
所
有
と
な
り
、
昨
平
成
二
〇
年
、
小
菅
氏
の
協
力
に

よ
り
、
日
蓮
宗
本
山
蓮
華
王
山
妙
宣
寺
（
関
道
雄
住
職
）
が
こ
の
土
地
㈠
（
九
五
一
番

地
）
を
購
入
し
所
有
権
を
取
得
し
た
。

① （一） （二）

①
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
標
柱

Ⓐ阿仏房元屋敷㈠㈡の全景
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『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
に
お
け
る
田
中
圭
一
説
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
場
所

　
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
一
〇
〇
〜
一
頁
）
で
は
、「
阿
仏
房
元
屋

敷
」
に
つ
い
て
「
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
」
に
基
づ
く
図
面
・
現
在
の
地

図
・
写
真
に
よ
っ
て
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
場
所
を
特
定
し
て
い
る
が
、

佐
渡
市
教
育
委
員
会
が
特
定
し
た
場
所
と
異
な
る
場
所
で
あ
り
、
そ
の

根
拠
も
文
章
に
よ
る
説
明
が
な
い
。
ま
た
、
小
菅
氏
に
よ
り
、『
旧
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
に
掲
載
の
「
阿
仏
房
元
屋
敷
絵
図
」
図
面
に
「
阿
仏
房

元
屋
敷
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
が
、『
新
版
』
で
は
同
じ
絵
図
を
引
用
し

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
意
図
的
に
削
除
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
（『
佐
渡

中
世
史
の
根
幹
』
九
〇
頁
）
が
あ
る
の
で
検
証
し
て
み
る
。

　

上
に
示
し
た
通
り
、『
旧
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
一
一
〇
頁
）
の
図
の

上
部
に
「
阿
仏
坊
元
屋
敷
、
今
ハ
助
左
衛
門
居
申
候
」
と
あ
る
箇
所
が
、

『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
一
〇
一
頁
）
で
は
意
図
的
に
削
除
さ
れ
て
い

る
事
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
旧
版
と
は
異
な
る
箇
所
に
「
※
阿
仏

房
（
阿
仏
房
元
屋
敷
）」
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
事
が
確
認
で
き
る
。

●
現
地
調
査

　
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
一
〇
〇
頁
）
の
「
図
18
金
井
町
新
保
の
阿

仏
房
元
屋
敷
」
に
示
さ
れ
る
「
推
定
阿
仏
房
元
屋
敷
」
を
現
地
調
査
し

→左図より削除された部分（阿仏房元屋敷）

『新版　日蓮と佐渡』（101頁）『旧版　日蓮と佐渡』（110頁）
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た
と
こ
ろ
、
本
章
に
前
掲
の
「
②
現
在
の
地
図
に
お
け
る
阿
仏
房
元
屋

敷
絵
図
の
範
囲
」
に
示
し
た
箇
所
Ⓕ
で
あ
る
事
が
判
明
し
た
。
同
地
点

で
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
一
〇
一
頁
）
の
「
写
真
30
」
の
と
同
じ

場
所
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
場
所
Ⓕ
は
、
佐
渡
市
教
育
委
員
会
が
特
定

し
た
場
所
よ
り
約
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
、
田
地
の
中
に
台
地
状
に
せ

り
出
し
た
土
地
で
あ
る
。
下
の
写
真
が
そ
の
場
所
Ⓕ
で
あ
る
。『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
に
は
、
こ
こ
が
「
推
定
阿
仏
房
元
屋
敷
」
で
あ
る
根
拠

に
つ
い
て
文
章
に
よ
る
説
明
が
な
い
。
前
述
の
「
阿
仏
房
元
屋
敷
絵

図
」
中
の
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
を
意
図
的
に
削
除
し
、
異
な
る
箇
所
に

「
※
阿
仏
房
（
阿
仏
房
元
屋
敷
）」
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
事
も
併
せ

て
不
審
な
点
で
あ
る
。

　

小
菅
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
土
地
Ⓕ
は
新
保
村
の
寺
領
経
営
の
為
に
残

し
た
阿
仏
寺
の
支
坊
跡
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
根
拠
と
な
る
資
料
は
一

切
な
い
と
云
う
。

『新版　日蓮と佐渡』（100頁）

上の「写真30」と同じ場所Ⓕ 『新版　日蓮と佐渡』（100頁）
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二
、
阿
仏
寺
（
妙
宣
寺
）
の
新
保
村
か
ら
八
瀬
ヶ
平
、
雑
太
本
城
跡
へ
の
移
転

『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』
妙
宣
寺　

雑
太
郡
阿
仏
坊
村
（
現
佐
渡
市
竹
田
）

　
「
も
と
寺
の
地
は
新
保
村
に
て
、
嘉
暦
年
中
、
地
頭
本
間
山
城
守
下
知
し
て
今
の
地
に
遷
す
。
天
正
十
六
子
年
、
本
間
家
亡
び
、
惣
領

信
濃
守
、
第
三
廓
ま
で
残
ら
ず
上
杉
景
勝
の
命
に
よ
り
当
寺
に
寄
付
、
天
正
十
年
三
月
、
本
間
高
滋
の
黒
印
、
天
正
十
七
年
六
月
、
景
勝

の
臣
直
江
山
城
守
兼
続
の
一
紙
、
慶
長
九
年
七
月
、
大
久
保
石
見
守
印
状
、
各
々
今
に
あ
り
、
境
内
四
町
四
反
八
畝
歩
御
除
、
米
二
石
七

斗
二
升
四
合
六
勺
、
此
の
反
歩
八
反
八
畝
三
歩
、
三
ケ
一
御
除
、
阿
仏
坊
、
新
保
、
両
村
よ
り
納
ま
る
。」

 

（『
日
蓮
聖
人
佐
渡
霊
蹟
研
究
』
四
二
三
頁
、『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
三
一
一
頁
）

『
妙
宣
寺
縁
起
』

　
「
草
創
地
は
新
保
に
あ
り
。
そ
の
後
嘉
暦
二
丁
戌
歳　

執
権
北
条
高
時
の
代
、
領
主
本
間
山
城
守
入
道
の
下
知
に
よ
り
竹
田
へ
転
地
す
。

二
世
日
満
上
人
の
代
な
り
。
こ
の
地
蹟
い
ま
は
田
畦
に
し
て
、
字
を
御
堂
屋
敷
、
本
屋
敷
と
い
う
。
こ
の
辺
に
旧
蹟
六
か
所
あ
り
。
こ
の

昔
の
地
よ
り
い
ま
の
地
ま
で
の
街
道
に
坂
あ
り
。
各
郷
民
は
阿
仏
房
坂
と
申
し
伝
う
。
寛
永
元
年
よ
り
の
ち
、
延
宝
五
年
前
の
絵
図
面
に

阿
仏
坂
と
記
し
あ
り
。」 

（『
真
野
町
史
上
巻
』
二
六
八
〜
九
頁
）

　

嘉か

暦り
ゃ
く

二
年
（
一
三
二
七
）、
執
権
北
条
高
時
の
代
に
領
主
本
間
山
城
守
の
命
に
よ
り
、
阿
仏
寺
（
妙
宣
寺
）
が
二
世
日
満
上
人
の
代
に

新
保
村
寺
沢
の
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
よ
り
竹
田
の
「
八や

瀬せ

ヶが

平だ
い
ら

」
へ
転
地
し
た
（
当
地
で
妙
宣
寺
に
改
名
）。
そ
し
て
、
約
二
六
〇
年
後

の
天
正
一
七
年
（
一
六
年
は
誤
記
）、
上
杉
軍
の
佐
渡
攻
略
に
よ
り
雑
太
城
主
・
惣
領
家
地
頭
本
間
信
濃
守
は
滅
び
、
本
間
氏
に
よ
る
佐

渡
支
配
は
終
焉
し
た
。
同
年
、
上
杉
景
勝
の
命
（
許
可
の
下
、
家
老
直
江
兼
続
）
に
よ
り
雑
太
本
城
の
第
三
廓
ま
で
残
ら
ず
妙
宣
寺
（
十

世
日
帝
代
）
に
寄
進
、
妙
宣
寺
は
「
八
瀬
ヶ
平
」
よ
り
「
雑
太
本
城
跡
」
へ
移
転
し
、
天
正
末
か
ら
文
禄
・
慶
長
年
間
に
か
け
て
堂
宇
の
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造
営
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
。（
現
在
の
本
堂
・
庫
裡
は
文
久
年
間
の
再
建
で
あ
る
。）

　

妙
宣
寺
へ
宛
て
ら
れ
た
三
通
の
安
堵
状
（
寺
領
の
承
認
証
）
が
当
寺
に
現
存
す
る
。
天
正
十
年
三
月
、
雑
太
城
主
・
雑
太
郡
地
頭
本
間

高
滋
の
黒
印
状
。
佐
渡
平
定
直
後
の
天
正
十
七
年
六
月
直
江
山
城
守
兼
続
の
安
堵
状
。
慶
長
九
年
七
月
、
初
代
佐
渡
奉
行
・
大
久
保
石
見

守
長
安
の
印
状
。

新
保
村
か
ら
「
八
瀬
ヶ
平
」
へ
の
移
転

【
阿
仏
寺
・
八
瀬
ヶ
平
】

　

嘉か

暦り
ゃ
く

二
年
（
一
三
二
七
）、
阿
仏
寺
が
新
保
村
か
ら
竹
田
へ
と
転
居
し
た
場
所
は
、『
妙
宣
寺
縁
起
』
に
よ
る
と
「
字
を
御
堂
屋
敷
、

本
屋
敷
と
い
う
。」
と
、
あ
る
。
現
在
は
、『「
御
堂
屋
敷
、
本
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
地
名
も
現
在
は
う
す
れ
て
、「
み
と
う
ざ
か
」
や
「
て

な
し
ぼ
と
け
」、「
や
せ
の
は
か
」
と
呼
ば
れ
る
旧
街
道
と
竹
田
川
の
交
叉
す
る
あ
た
り
の
地
名
に
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
。』（『
真
野

町
史
上
巻
』
二
六
九
頁
）
と
、
い
う
「
八や

瀬せ

ヶが

平だ
い
ら

」
の
地
に
あ
る
。
隣
に
「
て
な
し
ぼ
と
け
」
の
地
名
が
残
る
。

　
『
妙
宣
寺
縁
起
』
の
「
こ
の
昔
の
地
よ
り
い
ま
の
地
（
現
妙
宣
寺
）
ま
で
の
街
道
に
坂
あ
り
。
各
郷
民
は
阿
仏
房
坂
と
申
し
伝
う
。」
と
、

あ
る
「
阿
仏
房
坂
」
は
現
存
し
、
同
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

【
竹
田
城
・
佐
渡
守
護
所
】

　
『
真
野
町
史
上
巻
』（
二
六
九
頁
）
に
は
、
妙
宣
寺
の
縁
起
に
、
阿
仏
寺
を
「
嘉
暦
年
中
、
竹
田
の
城
主
本
間
孝
昌
居
城
の
傍
に
移
し

…
」
と
の
記
述
が
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
阿
仏
寺
の
移
転
し
た
「
八
瀬
ヶ
平
」
の
近
く
に
当
時
の
本
間
惣
領
家
・
守
護
代
の
館
で

佐
渡
守
護
所
を
兼
ね
る
竹
田
城
が
あ
っ
た
事
に
な
る
。

　

同
『
真
野
町
史
上
巻
』
に
は
、
鎌
倉
末
期
の
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）、
阿
仏
寺
移
転
時
の
雑
太
城
の
場
所
に
つ
い
て
、
現
在
の
妙
宣
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寺
（
雑
太
本
城
跡
）
と
し
て
い
る
が
戦
国
末
期
の
城
跡
で
あ
り
こ
の
場
所
で
は
な
い
。
小
菅
氏
に
よ
る
と
、
妙
宣
寺
よ
り
約
三
〇
〇
㍍
北

に
位
置
す
る
「
竹
田
城
」（
雑
太
元
城
）
が
当
時
の
城
跡
と
し
て
有
力
で
あ
る
と
い
う
。
他
に
、
妙
宣
寺
よ
り
北
西
約
一
㌖
の
場
所
に
あ

る
「
檀
風
城
」
を
当
時
の
雑
太
城
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
次
節
「
鎌
倉
時
代
の
佐
渡
守
護
所
の
推
定
」
で
検
討
す
る
。

妙
宣
寺
の
八
瀬
ヶ
平
か
ら
雑
太
城
跡
へ
の
移
転

【
上
杉
軍
佐
渡
攻
略
ま
で
の
経
緯
】

　

承
久
の
乱
（
一
二
二
一
）
に
鎌
倉
幕
府
が
勝
利
し
佐
渡
島
も
幕
府
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
と
、
大
佛
北
条
氏
が
佐
渡
守
護
職
と
な
り
、

大
佛
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
本
間
氏
が
佐
渡
守
護
代
兼
地
頭
代
と
な
っ
た
。
文
永
・
弘
安
の
役
（
元
寇
）
以
降
、
本
間
氏
は
佐
渡
に
定
着
し

一
族
庶
子
を
島
内
の
各
要
地
（
河
原
田
・
石
田
・
久
知
・
波
多
・
羽
茂
郷
等
）
に
地
頭
代
官
と
し
て
配
置
し
、
惣
領
家
雑
太
本
間
氏
を
中

心
と
し
た
惣
領
制
の
下
に
佐
渡
を
支
配
し
た
。
以
後
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
、
南
北
朝
時
代
の
争
乱
に
よ
り
庶
子
家
の
独
立
・
勢
力
の
拡
大

化
が
進
み
惣
領
制
が
崩
壊
、
戦
国
時
代
に
は
庶
子
家
の
本
間
氏
の
間
で
抗
争
が
激
化
し
た
。

　

上
杉
景
勝
は
天
正
一
五
年
新
発
田
家
重
の
乱
を
鎮
圧
し
越
後
を
統
一
す
る
と
、
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
六
月
上
杉
軍
は
本
間
庶
子

家
等
の
乱
立
が
続
く
佐
渡
を
平
定
す
べ
く
攻
略
し
た
。
島
内
で
は
南
佐
渡
の
羽
茂
本
間
高
貞
が
中
心
と
な
り
上
杉
軍
に
抵
抗
、
高
貞
は
越

後
に
逃
れ
た
が
捕
捉
後
殺
害
さ
れ
た
。
北
佐
渡
の
沢
根
本
間
永
州
や
潟
上
の
本
間
秀
高
等
は
上
杉
側
に
付
き
他
の
佐
渡
勢
と
戦
い
、
戦
後

も
上
杉
に
仕
え
た
。
戦
闘
は
五
日
間
ほ
ど
で
上
杉
軍
が
勝
利
を
決
し
佐
渡
を
平
定
、
景
勝
の
下
で
本
間
一
族
の
所
領
を
没
収
し
、
佐
渡
を

直
轄
地
と
し
て
家
老
直
江
兼
続
に
支
配
を
命
じ
た
。

【
雑
太
本
城
跡
等
寄
進
の
経
緯
】

　

天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
六
月
、
上
杉
軍
の
佐
渡
攻
略
に
よ
り
雑
太
城
主
・
惣
領
地
頭
本
間
信
濃
守
の
雑
太
本
城
は
廃
城
と
な
っ
た
。
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同
年
直
江
兼
続
は
上
杉
景
勝
の
許
可
の
下
、
雑
太
本
城
と
支
城
の
竹
田
城
（
雑
太
元
城
）
を
妙
覚
寺
日
典
上
人
の
願
い
に
よ
り
妙
宣
寺

（
十
世
日
帝
代
）
に
寄
進
、
妙
宣
寺
は
「
八
瀬
ヶ
平
」
よ
り
「
雑
太
本
城
跡
」
へ
移
転
し
た
。
佐
渡
平
定
直
後
の
天
正
十
七
年
六
月
、
妙

宣
寺
へ
送
ら
れ
た
上
杉
景
勝
の
『
制
札
』・
直
江
兼
続
の
『
安
堵
状
』（
寺
領
の
承
認
証
）
が
現
存
す
る
。

【
直
江
兼
続
と
日
典
上
人
の
関
係
に
つ
い
て
】
小
菅
説

　

上
杉
氏
の
宰
相
で
あ
る
直
江
兼
続
（
一
五
六
〇
〜
一
六
一
九
）
は
、
越
後
与
板
の
曹
洞
宗
徳
昌
寺
を
菩
提
寺
と
し
、
移
封
後
米
沢
に
徳

昌
寺
を
移
す
と
共
に
臨
済
宗
禅
林
寺
を
創
建
し
た
。
ま
た
、
主
人
の
上
杉
景
勝
は
高
田
で
は
曹
洞
宗
林
泉
寺
を
菩
提
寺
と
し
た
が
、
一
方

で
真
言
宗
に
帰
依
し
、
米
沢
で
は
真
言
宗
法
音
寺
を
上
杉
家
の
菩
提
寺
と
し
た
。
佐
渡
に
真
言
宗
の
寺
院
が
多
い
理
由
は
上
杉
氏
の
影
響

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

兼
続
は
な
ぜ
、
日
典
上
人
を
通
し
て
日
蓮
宗
の
妙
宣
寺
へ
佐
渡
防
衛
の
中
枢
と
な
る
雑
太
本
城
（
雑
太
本
間
氏
の
居
城
）
と
支
城
の
竹

田
城
（
雑
太
元
城
）
を
一
括
し
て
寄
進
し
た
の
か
。
兼
続
に
よ
る
日
蓮
宗
寺
院
へ
の
寄
進
の
例
が
他
に
な
い
事
か
ら
兼
続
研
究
家
の
間
で

も
謎
と
さ
れ
て
い
る
が
、
小
菅
氏
の
研
究
に
よ
る
と
以
下
の
通
り
推
測
で
き
る
と
い
う
。

　
「
天
正
一
七
年
、
直
江
兼
続
は
上
杉
軍
と
し
て
佐
渡
を
征
伐
し
、
平
定
後
に
佐
渡
の
支
配
を
命
じ
ら
れ
る
。
同
年
、
兼
続
は
上
杉
景
勝

の
許
可
を
得
て
雑
太
城
（
雑
太
本
間
氏
の
居
城
）
と
支
城
の
竹
田
城
を
妙
覚
寺
日
典
（
翌
年
来
島
）
を
通
し
て
妙
宣
寺
の
境
内
地
と
し
て

寄
進
す
る
。

　

直
江
兼
続
は
有
名
な
蔵
書
家
で
あ
り
、
妙
心
寺
南
化
玄
興
、
相
国
寺
西
笑
承
兌
等
、
京
都
の
禅
宗
僧
侶
と
の
交
流
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

妙
覚
寺
一
八
世
日
典
と
も
古
書
蒐
集
を
通
し
て
親
交
が
あ
っ
た
。
時
期
と
し
て
は
、
天
正
一
四
年
、
兼
続
が
秀
吉
に
呼
ば
れ
上
洛
の
折
、

本
山
本
國
寺
に
宿
泊
中
、
日
典
と
知
り
合
っ
た
と
推
定
す
る
。

　

日
典
は
、
天
正
一
八
年
以
前
よ
り
数
回
（
天
正
一
五
年
他
）
佐
渡
に
来
島
し
て
い
る
事
（『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』『
実
相
寺
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古
文
書
』）
か
ら
、
兼
続
は
日
典
を
通
し
て
佐
渡
の
情
報
を
収
集
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
典
は
、
佐
渡
に
お
い
て
阿
仏
寺

（
現
妙
宣
寺
）
十
世
日
帝
を
配
下
と
し
て
情
報
収
集
し
て
い
た
。

　

兼
続
の
佐
渡
攻
略
成
功
の
裏
に
は
、
こ
の
様
な
日
典
の
協
力
が
あ
っ
た
為
、
そ
の
礼
と
し
て
妙
宣
寺
に
雑
太
城
と
支
城
の
竹
田
城
跡
地

が
上
杉
景
勝
許
可
の
下
寄
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
云
う
。

　
「
学
問
へ
の
関
心
も
深
く
、
景
勝
に
伴
っ
て
上
洛
の
隙
は
、
高
野
山
に
詣
で
、
妙
心
寺
の
僧
南
化
玄
興
の
禅
門
に
入
り
、
文
禄
元
年

（
一
五
九
二
）
朝
鮮
出
兵
の
際
も
、
貴
重
な
書
籍
や
朝
鮮
古
活
字
本
な
ど
を
蒐
集
し
持
ち
帰
っ
た
。
古
書
の
蒐
集
は
、
そ
の
後
京
都
の
日

蓮
宗
妙
覚
寺
の
日
典
と
の
交
際
に
よ
る
も
の
も
多
く
、
の
ち
の
禅
林
文
庫
の
基
礎
と
な
る
。」（『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻　

吉
川
弘
文
館　

五
二
九
頁　

直
江
兼
続
の
項
）

　

兼
続
は
晩
年
の
元
和
四
年
、
移
封
先
の
米
沢
に
禅
林
寺
（
後
に
法
泉
寺
と
改
名
）
を
創
建
、
禅
林
文
庫
に
蒐
集
し
た
書
籍
約
八
五
〇
冊

を
置
い
て
藩
の
学
問
道
場
と
し
た
。
文
庫
に
納
め
ら
れ
た
古
書
の
蒐
集
に
日
典
上
人
も
貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』
根
本
寺　

日
典
上
人
は
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
に
来
島
し
て
い
た
。

　
「
天
正
一
五
年
、
妙
覚
寺
日
典
上
人
当
国
へ
渡
海
、
当
村
に
根
本
寺
と
云
う
一
寺
を
開
基
す
。」

　
「
〇
佐
州
塚
原
山
根
本
寺
第
八
代
日
典
上
人
傳

　

師
諱
ハ
日
典　

洛
之
妙
覚
寺
十
八
代
主
也　

越
後
長
尾
家
兼
テ
佐
州
ヲ
領
ス
部
将
直
江
山
城
守
景
綱　

世
々
ニ
法
華
宗
ニ
シ
テ
師
與
ト

道
契
尤
篤
且
通
家
ノ
好
ア
リ
」（『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
本
満
寺
編　

三
九
九
頁
）

　

以
上
、『
仏
祖
統
紀
』
に
は
、
直
江
兼
続
の
妻
方
の
父
で
あ
る
景
綱
は
代
々
の
法
華
宗
徒
で
あ
り
、
妙
覚
寺
一
八
世
日
典
上
人
と
は
旧
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知
の
親
交
が
あ
る
と
の
記
述
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
典
上
人
は
佐
渡
に
お
い
て
権
力
者
兼
続
と
の
上
記
縁
故
を
背
景
に
根
本
寺
の
復

興
や
妙
宣
寺
へ
の
雑
太
本
城
等
の
譲
渡
を
受
け
た
と
い
う
事
に
な
る
。
直
江
景
綱
は
代
々
の
法
華
宗
徒
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
直
江
家

の
菩
提
寺
は
曹
洞
宗
徳
昌
寺
で
あ
る
。『
仏
祖
統
紀
』
の
記
述
は
参
考
と
な
る
が
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

現
地
調
査
（
次
ペ
ー
ジ
よ
り
本
文
）

竹田城（雑太元城）跡・八瀬ヶ平（阿仏寺移転地）・阿新榎

八
や

瀬
せ

ヶ
が

平
だいら

より谷を隔てた段丘上に竹田城跡がある。嘉
か

暦
りゃく

二年、
竹田城主の命により阿仏寺は八瀬ヶ平に移転した。隣の土地は
手なし仏と呼ばれ、正中の変で竹田城に幽閉された日野資

すけ

朝
とも

を
尋ねて来た息子阿

くま

新
かわ

丸が父の仇討ちの後隠れた（『太平記』）と
伝承される阿新榎がある。

手なし仏の阿新榎と石塔三基（一基は転倒）　【拡大写真】

阿新丸の逃亡を助けて石子詰の刑に処された山伏大膳坊（『太
平記』）の供養と伝う磧石陰刻五輪塔板碑三基が阿新榎の下に
ある。
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●
現
地
調
査

　

前
項
の
歴
史
資
料
の
考
察
に
基
づ
き
、
竹
田
地
区
に
お
け
る
八
瀬
ヶ
平
（
阿
仏
寺
跡
）・
竹

田
城
跡
（
鎌
倉
期
の
佐
渡
守
護
所
）・
妙
宣
寺
（
雑
太
本
城
跡
）
等
の
現
地
調
査
を
小
菅
氏
指

導
の
下
行
っ
た
。

　

左
図
の
Ⓒ
が
現
在
の
妙
宣
寺
で
あ
る
。
Ⓑ
は
阿
仏
寺
（
現
妙
宣
寺
）
が
新
保
村
か
ら
転
居
し

て
き
た
場
所
で
あ
る
「
八
瀬
ヶ
平
」
で
あ
り
、
嘉
暦
年
間
よ
り
天
正
一
七
年
に
Ⓒ
の
現
在
地
へ

移
転
す
る
ま
で
の
約
二
六
〇
年
間
阿
仏
寺
（
現
妙
宣
寺
）
が
存
在
し
た
。
Ⓔ
は
妙
宣
寺
の
寺
領

で
あ
っ
た
水
田
で
現
在
も
「
阿
仏
坊
」
の
地
名
が
残
る
。
妙
宣
寺
の
『
田
地
預
け
高
小
作
改
め

控
え
帳
』（
明
治
四
年
）
に
よ
る
と
、
Ⓔ
を
含
め
た
会
沢
地
区
（
向
う
沢
）
に
約
二
町
歩
、「
八

瀬
ヶ
平
」（
や
せ
の
は
か
）
に
二
町
一
反
二
畝
六
歩
の
所
有
田
が
あ
っ
た
と
い
う
（『
真
野
町
史

上
巻
』
二
六
九
頁
）。
Ⓓ
は
『
妙
宣
寺
縁
起
』
に
記
述
の
あ
る
「
阿
仏
房
坂
」
と
い
う
旧
阿
仏

街
道
の
坂
で
あ
り
、
旧
道
は
坂
を
下
り
Ⓑ
「
八
瀬
ヶ
平
」
の
下
を
通
り
県
道
へ
と
通
じ
て
い
る
。

　

高
低
差
約
一
〇
㍍
程
の
段
丘
上
の
Ⓐ
は
中
世
初
期
の
城
郭
の
特
徴
で
あ
る
単
郭
方
形
の
城
跡

を
残
す
「
竹
田
城
」（
雑
太
元
城
）
跡
で
、
外
周
部
を
囲
む
土
塁
が
残
り
城じ
ょ
う

畑ば
た

の
地
名
が
あ
る
。

こ
の
城
跡
の
周
辺
に
は
、『
太
平
記
』
に
記
さ
れ
る
鎌
倉
末
期
に
正
中
の
変
で
佐
渡
流
罪
と
な

り
雑
太
城
主
本
間
山
城
入
道
の
下
に
幽
閉
さ
れ
た
日
野
資
朝
卿
の
伝
説
が
残
る
（
次
項
に
解

説
）。
Ⓑ
隣
の
Ⓕ
は
「
て
な
し
ぼ
と
け
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
で
、
日
野
資
朝
卿
の
仇
討
ち
を
し

た
息
子
の
阿く
ま

新か
わ

丸
が
隠
れ
た
と
伝
承
の
残
る
「
阿
新
榎
」（『
佐
渡
志
』
付
図
）
が
現
存
す
る
。

　

ま
た
、
妙
宣
寺
縁
起
の
「
竹
田
の
城
主
本
間
孝
昌
居
城
の
傍
に
」
Ⓑ
阿
仏
寺
を
呼
び
寄
せ
た

ⒺⒷⒻ
Ⓐ

Ⓕ阿新榎、Ⓑ八瀬ヶ平（阿仏寺跡）、Ⓐ竹田城跡等の位置関係
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と
の
記
録
に
基
づ
く
Ⓐ
竹

田
城
と
Ⓑ
阿
仏
寺
の
位
置

関
係
。
近
隣
の
国
府
関
連

遺
跡
と
守
護
所
と
の
位
置

関
係
（
次
節
に
説
明
）
等

か
ら
、
Ⓐ
「
竹
田
城
」

（
雑
太
元
城
）
跡
を
鎌
倉

か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て

の
佐
渡
守
護
所
（
守
護
代

居
城
）
で
あ
る
と
小
菅
氏

に
よ
り
比
定
さ
れ
て
い
る
。

Ⓛ
は
東
西
約
二
三
〇
㍍
に

渡
り
短
冊
状
の
地
割
が
見

ら
れ
る
戦
国
末
期
に
竹
田

城
の
城
下
町
で
あ
っ
た
地

区
で
、
島
内
最
大
級
の
規

模
（
行
政
力
の
反
映
）
で
あ
る
事
か
ら
、
Ⓐ
竹
田
城
が
守
護
所
で
あ
っ
た
根
拠
の
一
つ
に
な
る
と
い
う
。

　

Ⓒ
雑
太
本
城
跡
（
現　

妙
宣
寺
）
は
図
の
通
り
三
郭
か
ら
な
る
戦
国
期
以
降
に
見
ら
れ
る
城
郭
で
あ
る
。
本
間
惣
領
家
は
戦
国
末
期
に

Ⓐ
竹
田
城
か
ら
Ⓒ
雑
太
本
城
へ
移
転
し
た
と
い
う
。

Ⓐ竹田城、Ⓑ八瀬ヶ平、Ⓒ妙宣寺等の周囲図
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天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）、
Ⓑ
妙
宣
寺
は
、
上
杉
軍
の
攻
略
で
廃
城
と
な
り
寄
進
さ
れ
た
Ⓒ
雑
太

本
城
跡
へ
移
転
し
た
。

　

阿
仏
房
妙
宣
寺
は
、
雑
太
本
間
氏
の
雑
太
本
城
跡
に
建
立
し
た
寺
で
あ
る
故
、
雑
太
本
城
時
代
の
城

郭
・
空
掘
等
が
残
る
。
図
㈡
は
、『
旧
版
日
蓮
と
佐
渡
』（
一
一
二

頁
）
に
記
載
の
雑
太
本
城
（
阿
仏
城
）
跡
の
城
郭
図
で
あ
る
。
図

の
通
り
、
①
本
丸
を
挟
み
②
二
の
丸
・
③
三
の
丸
を
備
え
た
三
郭

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
戦
国
期
以
降
に
見
ら
れ
る
城
郭
で
あ
り
、

『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』
の
「
第
三
廓
ま
で
残
ら
ず
上

杉
景
勝
の
命
に
よ
り
当
寺
に
寄
付
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
城
の
裏
面
は
自
然
の
谷
と
空
掘
で
囲
ま
れ
て
い
る
。

図
㈠
は
、
現
在
の
妙
宣
寺
の
地
図
に
①
〜
③
の
城
郭
の
位
置
を
確

認
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
本
堂
・
祖
師
堂
・
庫
裏
等
が
建
つ

場
所
①
が
本
丸
で
あ
り
、
五
重
塔
の
建
つ
場
所
②
が
二
の
丸
で
あ

る
。
上
の
写
真
の
通
り
二
の
丸
・
本
丸
間
の
空
掘
は
大
分
埋
め
ら

れ
て
い
る
が
確
認
で
き
る
。
山
門
脇
に
は
、
高
さ
約
二
㍍
程
の
土

塁
が
本
丸
外
周
部
に
残
り
、
土
塁
の
一
部
を
削
り
Ⓐ
日
野
資
朝
卿

墓
地
が
あ
る
。
ま
た
、
宝
蔵
脇
か
ら
谷
を
下
り
た
場
所
に
Ⓒ
歴
代

墓
地
が
あ
る
。
こ
れ
等
墓
地
Ⓐ
Ⓒ
は
、
阿
仏
寺
が
当
地
に
移
転
し

て
か
ら
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
の
丸
横
に
一
段
下
が
っ

空 堀空 堀

土 塁土 塁 土塁土塁
空

堀
空

堀

日野資朝卿墓日野資朝卿墓日野資朝日野資朝卿墓日野資朝卿墓

二の丸（手前）・本丸間の空掘、本丸外周の土塁が残る。（撮影地点Ⓑ）

図㈠　妙宣寺と城郭 図㈡　雑太本城の城郭図
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た
段
状
の
土
地
Ⓓ
が
見
ら
れ
る
。（
一
説
に
、
寺
は
最
初
③
三
の
丸
に
移
転
し
、
後
に
①
現
在
地
に
移

転
し
た
と
も
云
う
。）

　

天
正
十
七
年
六
月
、
上
杉
軍
の
佐
渡
平
定
直
後
に
治
安
維
持
と
寺
領
承
認
の
為
発
さ
れ
た
『
制
札
』

と
『
寺
領
安
堵
状
』
が
妙
宣
寺
に
現
存
す
る
。

　
『
制
札
』
は
、
上
杉
景
勝
が
阿
仏
坊
の
寺
領
内
で
諸
軍
勢
の
乱
暴
狼
藉
と
竹
木
伐
採
を
禁
止
し
た
も

の
で
あ
る
。「
制
札　

右
当
地
に
於
て
、
諸
軍
勢
濫
妨
狼
藉
、
並
に
竹
木
剪
採
の
事
、
堅
く
停
止
せ
し

め
畢
ん
ぬ
。
若
し
違
犯
の
輩
こ
れ
あ
ら
ば
、
立
ち
所
に
於
て
成
敗
を
加
う
べ
き
由
仰
せ
出
し
、
御
朱
印

な
さ
る
者
也
、
仍
て
件
の
如
し
。
朱
印　

天
正
一
七
年
六
月
日　

奉
行
中　

阿
仏
坊
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。（
佐
渡
市
指
定
文
化
財
）

　
『
寺
領
安
堵
状
』
は
、
家
老
直
江
兼
続
が
妙
宣
寺
寺
領
を
承
認
し
た
も

の
で
、「
寺
内
前
々
の
如
く
、
諸
式
相
違
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
也
、
依
て

件
の
如
し　

直
江　

天
正
一
七
年
六
月
廿
九
日　

兼
続
花
押　

妙
宣
寺
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
妙
宣
寺
が
現
在
地
に
移
転
以
前
に

「
妙
宣
寺
」
の
寺
名
と
な
っ
た
事
が
推
測
し
得
る
。

　

ま
た
、
妙
宣
寺
に
は
、
直
江
兼
続
が
寄
進
し
た
鑓
の
穂
先
が
現
存
す
る
。

長
さ
約
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
幅
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
素
槍
で
、

大
正
期
の
什
物
帳
に
「
直
江
山
城
守
寄
進
の
鑓
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が

初
見
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
。

上杉景勝　制札直江兼続　寺領安堵状

直江兼続寄進鑓の穂先と箱書
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『
太
平
記
』
に
お
け
る
日
野
資す
け

朝と
も

卿
親
子
と
日
満
上
人

　

雑
太
元
城
（
竹
田
城
）
が
鎌
倉
〜
南
北
朝
期
の
佐
渡
守
護
所
で
あ
っ
た
傍
証
と
し
て
、
一
三
二
五
年
（
正
中
二
）、
正
中
の
変
で
佐
渡

配
流
と
な
り
、
雑
太
元
城
・
守
護
所
（
竹
田
城
）
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
日
野
権
中
納
言
資す
け

朝と
も

卿
や
面
会
に
来
た
息
子
の
阿く
ま

新か
わ

丸
と
日
満
上

人
と
の
交
流
の
記
録
が
『
太
平
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
、『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』（
二
八
〜
九
頁
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
こ

れ
を
検
証
し
て
み
る
。

　
『
太
平
記
』「
長
崎
新
左
衛
門
尉
意
見
事
付
阿
新
殿
事
」

　
「
都
ヲ
出
テ
十
三
日
卜
申
ニ
、
越
前
ノ
敦
賀
ノ
津
ニ
着
ニ
ケ
リ
。
是
ヨ
リ
商
人
船
ニ
乗
テ
、
程
ナ
ク
佐
渡
ノ
國
へ
ゾ
着
ニ
ケ
ル
。
人
シ

テ
右
卜
云
べ
キ
便
モ
ナ
ケ
レ
バ
、
自
本
間
ガ
館
ニ
致
テ
中
門
ノ
前
ニ
ゾ
立
タ
リ
ケ
ル
。
①
境オ
リ

節フ
シ

僧
ノ
有
ケ
ル
ガ
立
出
テ
、「
此
内
へ
ノ
御

用
ニ
テ
御
立
侯
カ
。
又
何
ナ
ル
用
ニ
テ
侯
ゾ
。」
ト
問
ケ
レ
バ
、
阿
新
殿
、「
是
ハ
日
野
中
納
言
ノ
一
子
ニ
テ
侯
ガ
、
近
来
切
ラ
レ
サ
セ
給

ベ
シ
ト
承
テ
、
其
最
後
ノ
様
ヲ
モ
見
侯
ハ
ン
タ
メ
ニ
都
ヨ
リ
遥
々
卜
尋
下
テ
侯
。」
ト
云
モ
ア
ヘ
ズ
、
泪
ヲ
ハ
ラ
〳
〵
ト
流
シ
ケ
レ
バ
、

②
此
僧
心
有
ケ
ル
人
也
ケ
レ
バ
、
急
ギ
此
由
ヲ
本
間
ニ
語
ル
ニ
、
本
間
モ
岩
木
ナ
ラ
ネ
バ
、
サ
ス
ガ
哀
ニ
ヤ
思
ケ
ン
、
③
軈ヤ
ガ

テ
此
僧
ヲ
以

テ
持
佛
堂
ヘ
イ
ザ
ナ
ヒ
入
テ
、
蹈タ
ビ
ハ
バ
キ
ヌ
ガ

皮
行
纒
解
セ
足
洗
テ
、
疎
ナ
ラ
ヌ
體
ニ
テ
ゾ
置
タ
リ
ケ
ル
。
阿
新
殿
是
ヲ
ウ
レ
シ
ト
思
ニ
付
テ
モ
、
同

ハ
父
ノ
卿
ヲ
疾
見
奉
バ
ヤ
ト
云
ケ
レ
共
、
今
日
明
日
斬
ラ
ル
べ
キ
人
ニ
是
ヲ
見
セ
テ
ハ
、
中
々
ヨ
ミ
路
ノ
障
ト
モ
成
ヌ
べ
シ
。
又
関
東
ノ

聞
へ
モ
イ
カ
ヾ
有
ラ
ン
ズ
ラ
ン
ト
テ
、
父
子
ノ
對
面
ヲ
許
サ
ズ
、
四
五
町
隔
タ
ル
處
ニ
置
タ
レ
バ
、
父
ノ
卿
ハ
是
ヲ
聞
テ
、
行
末
モ
知
ヌ

都
ニ
イ
カ
ヾ
有
ラ
ン
ト
、
思
ヤ
ル
ヨ
リ
モ
尚
悲
シ
。（
中
略
）

　

五
月
廾
九
日
ノ
暮
程
ニ
、
資
朝
卿
ヲ
籠
ヨ
リ
出
シ
奉
テ
、「
遥
ニ
御
湯
モ
召
レ
侯
ハ
ヌ
ニ
、
御
行
水
候
へ
。」
ト
申
セ
バ
、
早
斬
ラ
ル
べ

キ
時
ニ
成
ケ
リ
ト
思
給
テ
、「
嗚
呼
ウ
タ
テ
シ
キ
事
カ
ナ
、
我
最
後
ノ
様
ヲ
見
ン
為
ニ
、
遥
々
卜
尋
下
タ
ル
少
者
ヲ
一
目
モ
見
ズ
シ
テ
、

終
ヌ
ル
事
ヨ
。」
ト
計
リ
宣
テ
、
其
後
ハ
曾
テ
諸
事
ニ
付
テ
言
ヲ
モ
出
給
ハ
ズ
。
今
朝
迄
ハ
気
色
シ
ホ
レ
テ
、
常
ニ
ハ
泪
ヲ
押
拭
ヒ
給
ケ
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ル
ガ
、
人
間
ノ
事
ニ
於
テ
ハ
頭ヅ

燃ネ
ン

ヲ
拂
フ
如
ニ
成
ヌ
ト
覚
テ
、
只
綿
密
ノ
工
夫
ノ
外
ハ
、
餘
念
有
リ
ト
モ
見
へ
給
ハ
ズ
。
夜
ニ
入
レ
バ
輿

サ
シ
寄
テ
乗
セ
奉
リ
、
④
爰
ヨ
リ
十
町
許
ア
ル
河
原
へ
出
シ
奉
リ
、
輿
舁カ
キ

居ス
ヱ

タ
レ
バ
、
少
モ
臆
シ
タ
ル
気
色
モ
ナ
ク
、
敷
皮
ノ
上
ニ
居
直

テ
、
辞
世
ノ
頌
ヲ
書
給
フ
。

　

五
蘊
假
成
形
。
四
大
今
帰
空
。（
五
蘊
假
ニ
形
ヲ
成
シ
。　

四
大
今
空
ニ
帰
ス
。）

　

將
首
當
白
刃
。
截
断
一
陣
風
。（
首
ヲ
將
テ
白
刃
ニ
當
ツ
。
截
断
ス
一
陣
ノ
風
。）

　

年
号
月
日
ノ
下
二
名
字
ヲ
書
付
テ
、
筆
ヲ
閣
キ
給
ヘ
バ
、
切
手
後
ヘ
回
ル
ト
ゾ
見
へ
シ
、
御
首
ハ
敷
皮
ノ
上
ニ
落
テ
質ム
ク
ロハ
尚
坐
セ
ル
ガ

如
シ
。
⑤
此
程
常
ニ
法
談
ナ
ン
ド
シ
給
ヒ
ケ
ル
僧
来
テ
、
葬
礼
如ク
レ

形ノ

取
營
ミ
空
キ
骨
ヲ
拾
テ
阿
新
ニ
奉
リ
ケ
レ
バ
、
阿
新
是
ヲ
一
目
見

テ
、
取
手
モ
撓
タ
ユ
ク

倒タ
フ
レ

伏フ
シ

、「
今
生
ノ
對
面
逢
ニ
叶
ズ
シ
テ
、
替
レ
ル
白
骨
ヲ
見
ル
事
ヨ
。」
ト
泣
悲
モ
理
也
。
阿
新
未
幼
稚
ナ
レ
共
、
ケ
ナ

ゲ
ナ
ル
所
存
有
ケ
レ
バ
、
父
ノ
遺
骨
ヲ
バ
只
一
人
召
仕
ケ
ル
中
間
ニ
持
セ
テ
、「
先
我
ヨ
リ
サ
キ
ニ
高
野
山
ニ
参
テ
奥
ノ
院
ト
カ
ヤ
ニ
収

ヨ
。」
ト
テ
都
へ
歸
シ
上
セ
、
我
身
ハ
勞
ル
事
有
ル
由
ニ
テ
尚
本
間
ガ
館
ニ
ゾ
留
リ
ケ
ル
。
是
ハ
本
間
ガ
情
ナ
ク
、
父
ヲ
今
生
ニ
テ
我
ニ

見
セ
ザ
リ
ツ
ル
鬱
憤
ヲ
散
ゼ
ソ
ト
思
フ
故
也
。
角
テ
四
五
日
経
ケ
ル
程
ニ
、
阿
新
晝
ハ
病
由
ニ
テ
終
日
ニ
臥
シ
、
夜
ハ
忍
ヤ
カ
ニ
ヌ
ケ
出

テ
、
本
間
ガ
寝
處
ナ
ソ
ド
細
々
ニ
伺
テ
、
隙
ア
ラ
バ
彼
入
道
父
子
ガ
間
ニ
一
人
サ
シ
殺
シ
テ
、
腹
切
ラ
ン
ズ
ル
物
ヲ
ト
思
定
テ
ゾ
ネ
ラ
イ

ケ
ル
。」

 

『
日
本
古
典
文
学
大
系　

三
四
』
岩
波
書
店
（
七
三
〜
五
頁
）

　

妙
宣
寺
に
日
野
資
朝
が
元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）
に
父
母
の
追
善
の
為
、
法
華
経
を
書
写
し
た
『
細
字
法
華
経
』（
国
指
定
重
要
文
化

財
）
が
現
存
し
、
資
朝
の
「
墓
地
」（
伝
火
葬
塚
）
が
境
内
山
門
脇
に
奉
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
文
中
の
阿
新
丸
に
応
対
し
た
人
物
は
妙

宣
寺
の
僧
侶
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

更
に
、
次
の
年
表
に
示
す
年
代
関
係
か
ら
、
前
の
『
太
平
記
』
文
中
、
佐
渡
に
配
流
さ
れ
た
日
野
資
朝
に
会
い
に
来
た
息
子
阿
新
丸
を
、

①
佐
渡
代
官
本
間
山
城
守
泰
宣
の
館
（
雑
太
城
）
の
中
門
の
前
で
出
迎
え
、
②
処
刑
さ
れ
る
父
資
朝
に
対
面
に
来
た
旨
を
本
間
泰
宣
へ
伝
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え
、
③
持
佛
堂
へ
案
内
し
足
袋
を
脱
が
せ
足
を
洗
い
持
成
し
、
⑤
資
朝
の
法
談
の
相
手
と
な
り
、
斬
首
さ
れ
た
資
朝
の
葬
儀
を
形
通
り
行

い
、
遺
骨
を
阿
新
丸
へ
渡
し
た
僧
侶
は
、
妙
宣
寺
二
世
日
満
上
人
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
。

一
三
二
五
年
（
正
中
二
）
八
月
、【
資
朝
】
佐
渡
国
に
配
流
。
雑
太
城
主
本
間
山
城
守
の
下
に
幽
閉
さ
れ
る
。

一
三
二
七
年
（
嘉
暦
二
）、【
日
満
】
阿
仏
寺
を
新
保
村
よ
り
竹
田
の
「
八
瀬
ヶ
平
」
に
移
転
す
る
。

一
三
三
一
年
（
元
徳
三
）
七
月
七
日
、【
資
朝
】
父
母
の
追
善
の
為
『
細
字
法
華
経
』
書
写
。

一
三
三
二
年
（
元
弘
二
）
六
月
二
日
、【
資
朝
】
斬
首
さ
れ
る
。
享
年
四
三
歳
。

一
三
三
二
年
（
元
弘
二
）
七
月
二
四
日
、【
日
満
】
日
興
よ
り
定
め
置
き
状
・
宗
祖
直
筆
の
本
尊
を
譲
与
。

　

以
上
の
通
り
、
両
者
の
年
代
が
符
合
し
て
い
る
事
が
確
認
で
き
る
。
嘉
暦
二
年
、
雑
太
城
主
本
間
山
城
守
の
命
に
よ
り
阿
仏
寺
を
新
保

村
よ
り
竹
田
の
「
八
瀬
ヶ
平
」
に
移
転
さ
せ
た
日
満
上
人
は
、
雑
太
城
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
日
野
資
朝
の
法
談
の
相
手
と
な
り
、
父
母
の

追
善
の
為
法
華
経
書
写
を
勧
め
（
元
徳
三
）、
翌
年
（
元
弘
二
）
六
月
二
日
に
斬
首
さ
れ
た
資
朝
の
葬
儀
を
行
い
息
子
阿
新
丸
に
遺
骨
を

手
渡
し
た
（『
太
平
記
』）。
妙
宣
寺
に
資
朝
筆
『
細
字
法
華
経
』
や
資
朝
の
墓
地
が
残
る
事
か
ら
も
推
測
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

元
弘
二
年
七
月
二
四
日
、
本
堂
完
成
の
砌
に
日
興
上
人
よ
り
日
満
上
人
へ
送
ら
れ
た
宗
祖
直
筆
の
「
大
曼
荼
羅
本
尊
」
や
定
め
置
き
状

「
佐
渡
国
法
華
衆
等
本
尊
聖
教
之
事
」（『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
第
二
巻
一
四
二
頁
）
が
現
存
す
る
事
か
ら
、
日
満
上
人
が
同
時
期
佐
渡
に

居
ら
れ
た
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
前
記
『
太
平
記
』
の
「
④
爰
ヨ
リ
十
町
許
ア
ル
河
原
へ
出
シ
奉
リ
」
と
の
記
述
か
ら
、
資
朝
は
、
幽
閉
さ
れ
て
い
た
雑
太
元
城

よ
り
「
十
町
許
」
＝
約
一
・
〇
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
離
れ
た
河
原
で
斬
首
さ
れ
た
事
に
な
る
が
、
実
際
に
、
雑
太
元
城
（
竹
田
城
）
よ
り

北
西
に
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
離
れ
た
大
道
川
陣
場
橋
付
近
に
日
野
資
朝
卿
斬
首
の
場
所
が
伝
承
さ
れ
石
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
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【
阿
新
榎
に
つ
い
て
】

　

阿
仏
寺
跡
で
あ
る
八
瀬
ヶ
平
の
隣
「
て
な
し
ぼ
と
け
」
に
、
雑
太
城
下
で
斬
首
さ
れ
た
日
野
資
朝
卿
の
仇
討
ち
を
し
た
息
子
の
阿く
ま

新か
わ

丸

が
隠
れ
た
と
伝
承
の
残
る
「
阿
新
榎
」
が
現
存
す
る
。
こ
の
「
阿
新
榎
」
に
つ
い
て
は
『
佐
渡
志
・
付
図
』
に
記
録
が
あ
る
。「
同
書
に

日野資朝卿の墓（伝火葬塚）妙宣寺山門脇

日野資朝卿筆『細字法華経』（国重文）妙宣寺蔵

資朝卿斬首の場所に建つ石碑　大道川陣場橋付近
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は
竹
田
川
を
挟
ん
で
川
向
こ
う
の
竹
田
城
（
＝
雑
太
元
城
・
鎌
倉
期
佐
渡
守
護
所
）
を
背
景
に
阿
新
榎
が
描
か
れ
て
い
て
、
昔
の
阿
新
隠

れ
松
が
枯
死
し
た
の
で
、
松
の
若
木
を
植
え
替
え
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
老
木
と
な
っ
て
枯
死
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
村
人
が
そ
の
遺
跡

の
消
滅
を
惜
し
ん
で
、
榎
に
植
え
替
え
た
と
詳
細
な
顛
末
・
由
緒
を
明
記
し
て
あ
っ
た
。」（『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
一
〇
九
〜
一
〇
頁
）

と
云
う
。
榎
の
下
に
は
、
阿
新
丸
を
助
け
石
子
詰
の
刑
に
処
さ
れ
た
山
伏
大
膳
坊
へ
の
供
養
と
伝
う
三
基
の
磧
石
陰
刻
五
輪
塔
板
碑
（
南

北
朝
後
期
〜
室
町
期
作
）
が
あ
る
。
手
な
し
仏
の
名
は
、
板
碑
の
形
状
や
石
子
詰
刑
の
様
に
由
来
す
る
と
云
う
。

　

妙
宣
寺
境
内
脇
に
「
阿
新
松
」
が
あ
る
が
、
妙
宣
寺
が
八
瀬
ヶ
平
よ
り
現
在
地
に
移
転
し
て
き
た
際
に
、
日
野
資
朝
卿
の
墓
地
と
共
に

事
跡
を
移
転
さ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
二
二
〇
〜
七
頁
）【
田
中
圭
一
説
】
に
お
け
る
阿
仏
寺
の
移
転
説

　

田
中
説
が
『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』
の
記
述
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
阿
仏
寺
が
新
保
村
の
阿
仏
房
元
屋
敷
か
ら
「
八
瀬
ヶ

平
」
へ
と
移
転
せ
ず
、
天
正
十
七
年
に
阿
仏
寺
（
十
世
日
帝
代
）
が
新
保
村
か
ら
直
接
、
竹
田
の
雑
太
本
城
跡
へ
と
移
転
し
た
と
す
る
点

で
あ
る
。

　

天
正
十
七
年
移
転
の
理
由
と
し
て
、
妙
宣
寺
の
記
録
に
一
世
日
得
・
二
世
日
満
以
降
、
三
世
〜
十
世
ま
で
の
寂
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い

点
。
ま
た
、
歴
代
墓
地
の
十
世
日
帝
（
一
六
二
一
寂
）
ま
で
の
墓
石
が
み
な
同
じ
で
あ
る
事
か
ら
、
十
一
世
の
日
述
（
一
六
三
七
寂
）
が

一
〜
十
世
ま
で
の
墓
石
を
同
時
期
に
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
を
根
拠
に
挙
げ
、「
十
世
日
帝
が
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
招
か
れ

て
現
在
の
寺
域
に
寺
基
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
母
体
と
な
っ
て
近
世
中
後
期
に
現
在
の
寺
構
え
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。」
と
推
測
し
て

い
る
。
ま
た
、
天
正
十
七
年
ま
で
新
保
に
阿
仏
寺
が
あ
っ
た
根
拠
と
し
て
、「
戦
国
末
期
ま
で
新
保
に
妙
宣
寺
の
前
身
の
寺
が
存
続
し
て

い
な
け
れ
ば
、
終
戦
後
の
農
地
解
放
ま
で
新
保
に
阿
仏
荒
野
や
田
地
が
残
る
は
ず
が
な
い
。」
と
、
戦
後
ま
で
新
保
に
阿
仏
寺
の
寺
領
が

残
っ
て
い
た
事
を
根
拠
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

11　小瀬.indd   23611　小瀬.indd   236 11.7.4   9:45:23 AM11.7.4   9:45:23 AM



237

阿仏房元屋敷（妙宣寺草創地）の調査報告（小瀨）

　

前
述
の
田
中
説
を
受
け
て
、『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
で
小
菅
氏
は
、「
現
在
も
新
保
の
古
老
の
間
で
阿
仏
荒
野
の
近
く
に
阿
仏
所
縁
の

寺
（
実
際
は
支
坊
）
が
三
軒
も
あ
っ
た
と
、
そ
の
場
所
を
含
め
て
か
な
り
鮮
明
に
伝
え
て
い
る
事
か
ら
、
新
保
か
ら
真
野
・
竹
田
へ
の
移

転
が
早
か
っ
た
か
遅
か
っ
た
か
の
時
期
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
れ
は
真
野
へ
移
っ
た
新
保
阿
仏
寺
（
妙
宣
寺
）
が
現
地
に
支
坊
を
残
し
て
、

新
保
の
阿
仏
房
在
家
関
連
の
田
畠
・
野
山
に
対
す
る
経
営
・
維
持
管
理
を
巧
み
に
行
っ
て
き
た
か
ど
う
か
の
、
成
果
の
問
題
と
し
て
捉
え

る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
」（
三
六
〜
七
頁
）
と
、
述
べ
て
い
る
。
嘉か

暦り
ゃ
く

二
年
（
一
三
二
七
）、
阿
仏
寺
が
新
保
村
の
阿
仏
房
元
屋
敷
か
ら

真
野
の
「
八
瀬
ヶ
平
」
へ
と
移
転
し
て
か
ら
は
、
新
保
村
に
残
し
た
阿
仏
寺
の
支
坊
に
よ
っ
て
当
地
の
寺
領
を
管
理
さ
せ
間
接
的
に
経
営

し
て
い
た
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
妙
宣
寺
歴
代
墓
地
の
十
世
日
帝
（
一
六
二
一
寂
）
ま
で
の
墓
石
が
み
な
同
じ
で
あ
る
理
由
は
、
十
世
日
帝

が
天
正
十
七
年
に
「
八
瀬
ヶ
平
」
か
ら
現
在
地
へ
移
転
し
て
き
た
為
、
十
世
日
帝
滅
後
、
十
一
世
日
述
が
一
〜
十
世
ま
で
の
墓
石
を
新
た

に
作
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
妙
宣
寺
過
去
帳
』
や
墓
石
に
は
、
十
一
世
は
「
日
述
」
で
は
な
く
、「
日

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
歴
代
墓

石
に
つ
い
て
詳
細
は
次
項
に
調
査
結
果
を
述
べ
る
。

　

田
中
説
は
、
嘉
暦
年
間
の
阿
仏
寺
の
真
野
「
八
瀬
ヶ
平
」
へ
の
移
転
に
つ
い
て
意
図
的
に
無
視
し
否
定
す
る
根
拠
を
述
べ
て
い
な
い
が
、

「
嘉
暦
年
中
、
地
頭
本
間
山
城
守
下
知
し
て
今
の
地
に
遷
す
。」
と
の
記
述
の
あ
る
『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』
は
「
元
禄
期
に
佐

渡
奉
行
所
が
寺
社
の
書
き
上
げ
を
取
採
り
集
め
て
編
纂
し
た
公
簿
（
原
本
伝
存
せ
ず
）
を
基
に
、
宝
暦
期
に
増
補
改
訂
し
た
」（
三
七
頁
）

と
、
い
う
信
頼
性
の
あ
る
歴
史
資
料
で
あ
り
、
こ
の
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
上
記
記
述
を
明
確
な
根
拠
も
な
く
否
定
し
去
る
田
中
説
を
批

判
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
田
中
説
で
は
、
日
典
が
天
正
一
八
年
に
初
め
て
佐
渡
へ
来
島
し
た
と
す
る
が
、『
宝
暦
佐
渡
国
寺
社
境
内
案
内
帳
』（
天
正
一
五

年
、
根
本
寺
開
基
）
や
『
実
相
寺
古
文
書
』（
天
正
二
年
、
矢
馳
季
暁
よ
り
後
の
実
相
寺
境
内
と
な
る
土
地
の
寄
進
を
受
け
る
。『
河
崎
村

史
料
編
年
志
上
巻
』
所
収
）
に
は
天
正
一
八
年
以
前
に
日
典
が
来
島
し
た
記
録
が
あ
り
、
田
中
説
の
天
正
一
八
年
初
来
島
説
は
誤
り
で
あ

る
と
い
う
。
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妙
宣
寺
歴
代
墓
地
の
調
査

　

上
段
の
写
真
が
妙
宣
寺
歴
代
墓
地
（
開
基
〜
三
十

五
世
）
の
全
景
で
あ
る
。
こ
の
歴
代
墓
地
は
、
妙
宣

寺
南
西
側
の
谷
の
中
腹
に
位
置
す
る
。
ま
た
、
歴
代

の
墓
石
は
写
真
に
記
入
し
た
通
り
の
順
に
並
ん
で
い

る
。

　

下
段
の
写
真
は
、
開
基
阿
仏
房
日
得
聖
人
・
千
日

尼
夫
妻
の
墓
石
を
中
心
と
し
た
十
四
世
ま
で
の
墓
石

で
あ
る
。
二
世
日
満
師
よ
り
十
一
世
日

師
ま
で
の

墓
石
は
、
長
方
形
の
細
長
い
竿
石
を
も
つ
同
じ
形
状

（
笠
塔
婆
）
の
墓
石
が
並
び
、
そ
の
両
脇
に
十
二
世

日
透
（
寛
永
十
年
）・
十
三
世
日
遵
両
師
の
五
輪
塔

形
式
の
墓
石
が
建
つ
の
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
十

四
世
日
遺
師
他
、
十
九
世
・
二
十
世
の
墓
石
が
二
世

〜
十
一
世
ま
で
の
墓
石
と
同
形
式
で
あ
る
。

　

こ
の
内
、
三
世
日
圓
師
の
墓
石
右
側
面
に
「
寛
永

乙
巳
（
十
）
年
六
月
廿
三
日
」、
十
世
日
帝
師
の
墓

石
右
側
面
に
「
寛
永
十
一
年
」
の
建
立
と
刻
ま
れ
て

い
る
事
や
、『
妙
宣
寺
過
去
帳
』
に
拠
る
と
三
世
〜

⑳⑳
十
四
世
日
遺

四
世
日
遺

⑲
十
二
世
日
透

二
世
日
透

⑱
十
世
日
帝

世
日
帝

⑰
八
世
日
学

世
日
学

⑯
六
世
日
清

世
日
清

⑮
四
世
日
音

世
日
音

⑭
二
世
日
満

世
日
満

⑬
開
基
開
基
日　

得

日　

得

　
　
　
　

　
　
　
　

千
日
尼

千
日
尼

⑫
三
世
日
圓

世
日
圓

⑪
五
世
日
存

世
日
存

⑩
七
世
日
住

世
日
住

⑨
九
世
日
定

世
日
定

⑧
十
一
世
日

一
世
日

⑦
十
三
世
日
遵

三
世
日
遵

⑳
十
四
世
日
遺

⑲
十
二
世
日
透

⑱
十
世
日
帝

⑰
八
世
日
学

⑯
六
世
日
清

⑮
四
世
日
音

⑭
二
世
日
満

⑬
開
基
日　

得

　
　
　
　

千
日
尼

⑫
三
世
日
圓

⑪
五
世
日
存

⑩
七
世
日
住

⑨
九
世
日
定

⑧
十
一
世
日

⑦
十
三
世
日
遵

3232
三
五
世
日
誠

五
世
日
誠

㉛
二
三
世
日
清

三
世
日
清

㉚
二
九
世
日
相

九
世
日
相

㉙
二
八
世
日
遶

八
世
日
遶

㉘
二
七
世
日
等

七
世
日
等

㉗
二
六
世
日
渕

六
世
日
渕

㉖
二
五
世
日
念

五
世
日
念

㉕
二
四
世
日
厚

四
世
日
厚

㉔
二
二
世
日
忍

二
世
日
忍

㉓
二
十
世
日
保

十
世
日
保

㉒
十
八
世
日
英

八
世
日
英

㉑
十
六
世
日
通

六
世
日
通

⑳
十
四
世
日
遺

四
世
日
遺

⑲
十
二
世
日
透

二
世
日
透

⑱
十
世
日
帝

世
日
帝

⑰
八
世
日
学

世
日
学

⑯
六
世
日
清

世
日
清

⑮
四
世
日
音

世
日
音

⑭
二
世
日
満

世
日
満

⑬
開
基
開
基
日　

得

日　

得

　
　
　
　

　
　
　
　

千
日
尼

千
日
尼

⑫
三
世
日
圓

世
日
圓

⑪
五
世
日
存

世
日
存

⑩
七
世
日
住

世
日
住

⑨
九
世
日
定

世
日
定

⑧
十
一
世
日
逑

一
世
日
逑

⑦
十
三
世
日
遵

三
世
日
遵

⑥
十
五
世
日
典

五
世
日
典

⑤
十
七
世
日

七
世
日

④
十
九
世
日
長

九
世
日
長

③
二
一
世
日
周

一
世
日
周

②
三
一
世
日
體

一
世
日
體

①
三
四
世
日
順

四
世
日
順

32
三
五
世
日
誠

㉛
二
三
世
日
清

㉚
二
九
世
日
相

㉙
二
八
世
日
遶

㉘
二
七
世
日
等

㉗
二
六
世
日
渕

㉖
二
五
世
日
念

㉕
二
四
世
日
厚

㉔
二
二
世
日
忍

㉓
二
十
世
日
保

㉒
十
八
世
日
英

㉑
十
六
世
日
通

⑳
十
四
世
日
遺

⑲
十
二
世
日
透

⑱
十
世
日
帝

⑰
八
世
日
学

⑯
六
世
日
清

⑮
四
世
日
音

⑭
二
世
日
満

⑬
開
基
日　

得

　
　
　
　

千
日
尼

⑫
三
世
日
圓

⑪
五
世
日
存

⑩
七
世
日
住

⑨
九
世
日
定

⑧
十
一
世
日

⑦
十
三
世
日
遵

⑥
十
五
世
日
典

⑤
十
七
世
日

④
十
九
世
日
長

③
二
一
世
日
周

②
三
一
世
日
體

①
三
四
世
日
順

妙宣寺歴代墓地全景　開基～三十五世
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廿二世日忍師墓

當
山
開
基

當
山
開
基

二
月
廿
一
日

二
月
廿
一
日

日
得
聖
人

日
得
聖
人

千
日
尼
御
前

千
日
尼
御
前

正
月
元
日

正
月
元
日

廿
二
代
智
善
院
日
忍

廿
二
代
智
善
院
日
忍

當
山
開
基

二
月
廿
一
日

日
得
聖
人

千
日
尼
御
前

正
月
元
日

廿
二
代
智
善
院
日
忍

開基阿仏房夫妻墓

寛
永
寛
永
乙
巳
六
月
廿
三
日

六
月
廿
三
日

第
三
世
日
圓
聖
人

第
三
世
日
圓
聖
人

寛
永
乙
巳
六
月
廿
三
日

第
三
世
日
圓
聖
人

三世日圓師墓

九
世
ま
で
の
寂
年
の
記
録
が
な
く
（
十
世
の
代
に
移
転
し
て
き
た

為
）、
十
世
日
帝
師
が
元
和
七
年
、
十
一
世
日

師
が
寛
永
十
五
年
、

十
二
世
日
透
師
が
寛
永
十
年
に
入
寂
し
て
い
る
事
、
ま
た
、
二
世
〜

十
世
の
墓
石
の
幅
・
高
さ
や
笠
の
部
分
の
形
状
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

事
等
か
ら
、
妙
宣
寺
が
天
正
年
間
、
十
世
日
帝
師
の
代
に
「
八
瀬
ヶ

平
」
よ
り
現
在
地
に
移
転
後
、
二
世
日
満
師
よ
り
十
世
日
帝
師
ま
で

の
現
存
す
る
墓
石
は
、
寛
永
年
間
（
特
に
十
〜
十
一
年
を
中
心
と
し

て
）
に
、
㈠
十
二
世
が
加
歴
の
場
合
、
十
一
世
日

師
の
代
に
、
ま

た
は
、
㈡
十
一
世
日

師
が
寛
永
十
年
（
十
二
世
入
寂
）
以
前
に
引

退
と
推
定
し
た
場
合
、
十
三
世
日
遵
師
（
慶
安
三
年
入
寂
）
の
代
に
、

複
数
の
石
工
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
と
推
測
し
得
る
。

　

中
央
の
開
基
阿
仏
房
日
得
聖
人
・
千
日
尼
夫
妻
の
墓
石
は
、
側
面

に
「
元
禄
九
丙
子
年
四
月
七
日
」（
一
六
九
六
）、「
廿
二
代
智
善
院

日
忍
」
の
再
建
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
開
山
墓
の
台
座
部
分
と

両
辺
の
歴
代
墓
群
が
乗
る
基
礎
部
分
の
石
垣
が
一
体
化
し
て
い
る
事

か
ら
、
元
禄
年
間
に
二
十
二
世
中
興
開
山
日
忍
師
に
よ
り
、
開
基
阿

仏
房
夫
妻
の
墓
石
の
再
建
と
歴
代
墓
群
の
基
礎
部
分
の
石
垣
が
整
備

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
墓
石
調
査
に
当
た
り
、
石
碑
研
究
家
計
良

勝
範
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
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三 

、
鎌
倉
時
代
の
佐
渡
国
府
・

守
護
所

鎌
倉
時
代
の
佐
渡
守
護
所
の
推
定

　

上
図
は
、
佐
渡
市
竹
田
地
区
周
辺
に
お
け

る
Ⓐ
竹
田
城
（
雑
太
元
城
）
跡
、
Ⓑ
阿
仏
寺

跡
、
Ⓒ
雑
太
本
城
跡
（
現　

妙
宣
寺
）、
Ⓗ

下
国
府
遺
跡
（
国
府
官
舎
）、
Ⓘ
檀
風
城
跡
、

Ⓙ
国
分
寺
、
Ⓚ
世
尊
寺
の
位
置
関
係
を
示
し

た
地
図
で
あ
る
。〔
佐
渡
市　

六
〇
〇
〇
分

の
一
地
図
を
加
工
〕

　

鎌
倉
〜
南
北
朝
時
代
の
佐
渡
の
守
護
所
で

あ
る
佐
渡
守
護
代
雑
太
本
間
惣
領
家
の
館
の

所
在
に
つ
い
て
は
、
Ⓐ
竹
田
城
〔
小
菅
徹
也

説
〕、
Ⓘ
檀
風
城
（
雑
太
城
）〔
通
説
〕、
下

畑
玉
造
遺
跡
〔『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
田

中
圭
一
説
〕
等
の
説
が
あ
る
が
、
Ⓐ
竹
田
城

説
と
Ⓘ
檀
風
城
説
に
つ
い
て
は
、
次
の
解
説

に
見
ら
れ
る
。
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『　

檀
風
城
（
だ
ん
ぷ
う
じ
ょ
う
）

雑
太
城
の
別
称
で
、
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
呼
称
で
あ
ろ
う
。
名
称
の
由
来
は
、
正
中
の
変
で
佐
渡
へ
流
さ
れ
、
雑
太
城
主
本
間
山
城
入

道
に
預
け
ら
れ
て
い
た
日
野
中
納
言
資
朝
が
、
つ
れ
づ
れ
の
ま
ま
に
城
外
に
出
て
、「
秋
た
け
し
檀
の
梢
吹
く
風
に
、
雑
太
の
里
は
紅
葉

し
に
け
り
」
と
、
詠
ん
だ
歌
か
ら
つ
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
太
平
記
』
の
中
で
は
、
資
朝
を
預
っ
た
「
そ
の
国
の
守
護
本
間

山
城
入
道
」
の
居
所
を
、「
本
間
の
館
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
が
通
称
「
檀
風
城
」
と
呼
ば
れ
る
城
館
で
あ
る
。
今
「
檀
風
城
址
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
場
所
は
、
竹
田
川
に
向
っ
て
突
き
出
た
低
位
段
丘
先
端
部
の
一
画
を
占
め
、
周
囲
に
は
土
塁
が
残
り
、
南
端
を
空
堀
で
切

ら
れ
て
い
る
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
足
ら
ず
の
居
館
址
で
あ
る
。
中
世
初
期
の
居
館
は
、
こ
の
よ
う
な
割
合
低
い
地
に
、
単
郭
築
造
さ
れ
て
い

る
の
が
普
通
で
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
は
、
や
や
高
い
丘
陵
に
館
を
設
け
、
後
方
山
地
に
山
城
を
築
く
よ
う
に
な
る
。
戦
国

期
に
入
れ
ば
、
さ
ら
に
高
い
段
丘
上
に
移
り
数
郭
を
揃
え
た
広
大
な
も
の
と
な
り
、
周
辺
に
小
支
城
を
配
す
る
と
い
っ
た
形
態
に
変
わ
る
。

　

近
年
、
檀
風
城
の
東
方
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
一
段
高
い
段
丘
先
端
部
に
、
檀
風
城
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
残
る
竹
田
城
（
通
称
「
又
助

の
城
」）
を
、
雑
太
城
（
守
護
代
居
城
）
と
み
る
説
が
出
て
い
る
。
そ
れ
は
鎌
倉
時
代
末
に
、
阿
仏
坊
を
新
保
よ
り
城
の
傍
へ
呼
び
寄
せ

た
本
間
泰
昌
の
城
跡
と
み
る
こ
と
と
、
こ
の
段
丘
下
の
竹
田
川
辺
に
、
日
野
公
斬
首
の
伝
説
が
残
る
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
も
単
郭

で
周
囲
に
土
塁
が
残
り
、
郭
の
三
方
に
空
堀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
日
野
資
朝
や
阿
新
丸
に
関
す
る
遺
跡
は
、
果
し
て
ど
ち
ら
の
城
で

あ
ろ
う
か
。〔
執
筆
者
〕
山
本
仁
』（『
佐
渡
相
川
郷
土
史
事
典
』
四
七
四
頁　

相
川
町
史
編
纂
委
員
会
編
）

　

以
上
の
通
り
、
単
郭
築
造
で
あ
る
Ⓘ
檀
風
城
〔
通
説
〕
と
Ⓐ
竹
田
城
〔
小
菅
徹
也
説
〕
の
二
説
が
（
鎌
倉
期
〜
）
南
北
朝
期
の
惣
領
家

雑
太
本
間
氏
の
居
城
で
あ
る
雑
太
城
（
守
護
代
居
城
）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
戦
国
期
に
、
Ⓘ
檀
風
城
も
し
く
は
Ⓐ
竹
田
城
か
ら
移

転
し
た
場
所
が
Ⓒ
雑
太
本
城
跡
（
現　

妙
宣
寺
）
で
あ
る
。
Ⓒ
雑
太
本
城
跡
（
現　

妙
宣
寺
）
は
三
郭
か
ら
な
る
戦
国
期
の
城
跡
で
あ
る
。
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【
Ⓐ
竹
田
城
説
】〔
小
菅
徹
也
説
〕

　

小
菅
氏
は
鎌
倉
〜
南
北
朝
時
代
の
佐
渡
守
護
所
の
位
置
と
南
北
朝
末
期
頃
の
下
畑
へ
の
守
護
所
移
転
に
つ
い
て
次
の
様
に
自
説
を
述
べ

て
い
る
。

　

 　
「
守
護
所
は
国
衙
の
近
く
に
設
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。
国
衙
を
潰
し
て
守
護
所
に
す
る
と
か
、
甚
だ
し
く
国
衙
か
ら
離
れ
た

と
こ
ろ
に
守
護
所
を
構
え
る
と
い
う
こ
と
は
特
殊
な
事
情
の
あ
る
場
合
で
、
佐
渡
の
場
合
は
特
に
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
従
っ
て
戦
国
期

に
、
か
つ
て
国
衙
跡
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
城
郭
に
し
た
檀
風
城
址
を
佐
渡
守
護
所
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
戦
国
末
期
の
雑

太
本
間
氏
の
居
城
跡
（
現
、
阿
仏
房
妙
宣
寺
境
内
）
を
鎌
倉
期
の
守
護
所
跡
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
雑
太
郷
内
と
す
れ
ば
、
遥

か
に
国
中
平
野
の
穀
倉
地
帯
を
見
渡
し
、
国
衙
を
見
下
ろ
す
竹
田
台
地
の
東
縁
に
構
築
さ
れ
て
い
る
竹
田
城
址
以
外
に
守
護
所
の
適
地

は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
間
六
郎
左
衛
門
重
連
が
守
護
代
で
あ
る
限
り
、
六
郎
左
衛
門
重
連
の
居
城
は
竹
田
城
（
雑
太
元
城
）
以
外
に
求
め

て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
下
畑
の
館
に
は
、
波
多
郷
代
官
で
六
郎
左
衛
門
重
連
の
後
見
人
を
兼
ね
る
波
多
本
間
氏
が
い
た
と
考
え

る
べ
き
で
し
ょ
う
。（
中
略
）

　

 　

竹
田
城
か
ら
下
畑
に
佐
渡
守
護
所
が
移
る
の
は
、
南
北
朝
末
期
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
鎌
倉
末
期
に
小
倉
川
か
ら
の
用
水
路
開
削
が

進
み
、
後
山
か
ら
三
宮
に
か
け
て
の
台
地
先
端
部
が
大
規
模
に
水
田
開
発
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
と
、
半
済
令
以
後
の
前
浜
で
の
良
港
の

確
保
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
や
佐
渡
に
お
け
る
南
北
朝
の
戦
乱
な
ど
が
微
妙
に
影
響
し
て
、
守
護
所
は
波
多
郷
下
畑
へ
移
転
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。」

 

『
歴
史
と
地
理
』
四
九
六
号　

山
川
出
版　

所
収
「
佐
渡
の
歴
史
」
小
菅
徹
也
（
一
四
〜
五
頁
）

　
　
　

※
国
衙
…
国
司
が
政
務
を
行
っ
た
施
設
（
国
庁
）。
国
衙
を
含
む
区
域
を
国
府
と
云
う
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
小
菅
氏
は
Ⓐ
竹
田
城
を
鎌
倉
〜
南
北
朝
時
代
の
佐
渡
守
護
所
と
推
定
し
て
い
る
。
小
菅
説
に
基
づ
く
雑
太
本
間
惣

領
家
の
「
雑
太
城
」
の
変
遷
を
整
理
す
る
と
以
下
の
様
に
な
る
。
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鎌
倉
〜
南
北
朝
時
代
…
雑
太
惣
領
家
の
Ⓐ
竹
田
城
（
雑
太
元
城
）
が
佐
渡
守
護
所
。

　
　

南
北
朝
時
代
末
期　

…
佐
渡
守
護
所
が
雑
太
惣
領
家
か
ら
庶
子
家
の
波
多
本
間
氏
の
下
畑
へ
移
転
。

　
　

戦
国
時
代
末
期　
　

… 

雑
太
惣
領
家
の
雑
太
城
は
現
在
の
Ⓒ
妙
宣
寺
の
場
所
へ
移
転
し
、
元
の
Ⓐ
竹
田
城
と
国
府
施
設
跡
に
築
い
た

Ⓘ
檀
風
城
を
支
城
と
し
た
。

　
　

同
・
天
正
一
七
年　

…
上
杉
軍
の
佐
渡
侵
攻
に
よ
り
廃
城
、
城
跡
に
Ⓒ
妙
宣
寺
が
建
立
さ
れ
る
。

【
Ⓘ
檀
風
説
】〔
通
説
・
明
治
期
の
郷
土
史
家
説
〕

　

Ⓘ
檀
風
城
跡
に
つ
い
て
は
、『
真
野
町
史
上
巻
』
に
「
中
世
に
城
と
し
て
使
わ
れ
た
「
檀
風
城
址
」
と
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
此
処

か
ら
は
国
分
寺
瓦
と
同
様
の
布
目
瓦
、
礎
石
と
み
ら
れ
る
大
石
、
多
数
の
須
恵
器
、
土
師
器
片
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
国
庁
の
あ
っ
た

地
点
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る
。」（
一
〇
七
頁
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
渡
国
府
が
存
在
し
た
室
町
時
代
頃
ま
で
は
、
Ⓘ
檀
風
城

跡
は
、
国
府
施
設
で
あ
る
国
庁
（
国
衙
）
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
Ⓘ
檀
風
城
跡
は
佐
渡
守
護
所
で
は
な
い

事
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
小
菅
氏
の
説
は
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
国
府
・
国
庁
が
既
に
消
滅
し
た
戦
国
時
代
末
期
に
雑
太
城
の

支
城
と
し
て
国
庁
跡
に
Ⓘ
檀
風
城
が
築
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
下
畑
玉
作
遺
跡
説
】〔『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
田
中
圭
一
説
〕

　

こ
の
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
項
に
解
説
す
る
。
小
菅
氏
に
よ
る
と
、
近
年
の
全
国
的
な
国
府
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
結
果
に
基
づ
け
ば
、

特
殊
な
事
情
を
除
く
殆
ど
の
事
例
で
、
守
護
所
が
国
衙
（
国
庁
）
を
監
視
・
監
督
す
る
目
的
か
ら
、
国
衙
（
国
庁
）
の
近
く
に
守
護
所
を

設
け
る
位
置
関
係
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
様
な
一
般
事
例
に
基
づ
け
ば
、
国
衙
（
国
庁
）
よ
り
約
三
㌖
程
離
れ
た
下
畑
玉
造
遺
跡
を
鎌
倉

期
の
佐
渡
守
護
所
す
る
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
の
田
中
圭
一
説
は
可
能
性
の
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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佐
渡
国
府
の
位
置

　

佐
渡
国
は
、
も
と
は
雑さ
わ

太た

郡
一
郡
で
あ
っ
た
が
、
養
老
五
（
七
二
一
）
年
に
賀か

母も

（
加か

茂も

）・
羽は

茂も
ち

二
郡
を
分
置
し
て
三
郡
と
な
っ
た
。

雑
太
郡
に
「
国
府
」
が
置
か
れ
（『
和
名
抄
』）、
軍
団
の
「
雑
太
團
」（『
三
代
実
録
』）、
国
駅
の
「
雑
太
駅
家
」、
前
浜
・
松
前
（
松
ヶ

崎
）
に
「
国
津
」（『
廷
喜
式
』）、
竹
田
に
国
分
寺
が
建
立
さ
れ
、
雑
太
の
地
に
公
的
機
関
が
集
積
し
て
い
た
。

　

前
図
に
Ⓗ
下
国
府
遺
跡
（
国
府
官
舎
）
や
Ⓘ
檀
風
城
跡
（
国
庁
）、
Ⓙ
国
分
寺
が
あ
る
様
に
、
真
野
（
旧
雑
太
）
地
区
周
辺
に
は
国
府

の
所
在
を
裏
付
け
る
遺
跡
が
点
在
し
、
以
前
よ
り
Ⓐ
竹
田
城
、
Ⓒ
妙
宣
寺
（
雑
太
城
）、
Ⓘ
檀
風
城
等
の
城
跡
を
国
府
と
す
る
説
が
唱
え

ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
若
宮
遺
跡
周
辺
が
第
一
次
国
府
説
と
し
て
有
力
で
あ
る
と

い
う
。

　
「
国
府
の
位
置
と
規
模

　

佐
渡
国
府
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
近
世
以
降
、
㈠
檀
風
城
址
、
㈡
吉
岡
の
現
総
社

の
地
、
㈢
四
日
町
・
八
幡
若
宮
社
周
辺
、
㈣
竹
田
城
址
、
㈤
妙
宣
寺
境
内
な
ど
、
雑

太
郡
の
中
心
地
と
目
さ
れ
る
国
中
平
野
南
瑞
部
の
各
所
に
比
定
す
る
説
が
、
つ
ぎ
つ

ぎ
に
と
な
え
ら
れ
て
き
た
（
図
．
１
参
照
）。
こ
の
う
ち
最
も
有
力
な
説
は
、
㈢
の

四
日
町
・
八
幡
若
宮
社
周
辺
説
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
お
よ
そ
次
の
諸
点
で
あ
る
。

㋑
八
幡
若
宮
社
が
府
中
八
幡
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
。
㋺
若
宮
社
の
南
の
大
願
寺

が
一
四
世
紀
に
府
中
橋
本
の
道
場
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
。
も
っ
と
も
大
願
寺
の
位

置
そ
の
も
の
は
移
動
し
て
お
り
、
も
う
す
こ
し
国
府
川
に
近
い
北
西
方
（
図
１
Ａ
付

近
）
に
あ
っ
た
と
い
う
が
い
ず
れ
に
し
て
も
大
差
な
い
。
㋩
四
日
町
に
国
府
市
場
の
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名
が
残
っ
て
い
る
こ
と
。
㋥
国
府
川
の
河
口
に
近
い
こ
と
。
㋭
「
廷
喜
通
宝
」「
承
和
昌
宝
」
な
ど
の
銭
や
墨
書
須
恵
・
土
師
器
、
布
目

瓦
を
出
土
し
た
地
点
（
図
１
Ａ
・
Ｂ
）
が
あ
る
こ
と
。
㋬
大
道
、
横
大
道
と
呼
ば
れ
る
主
要
道
路
が
、
若
宮
社
や
大
願
寺
の
位
置
す
る
古

砂
丘
上
に
集
ま
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。」『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』
古
今
書
院　

所
収
「
Ⅳ
国
府
と
郡
家
」
足
利
健
亮
（
六
六
〜
七
頁
）　

※
㋥
は
国
府
川
河
口
付
近
に
「
国
津
」
を
想
定
し
て
い
る
。

　

図
１
の
Ｐ
Ｑ
Ｒ
Ｓ
の
四
点
間
を
土
塁
状
遺
構
に
よ
り
囲
ま
れ
た
方
五
町
区
画
（
一
辺
約
五
四
五
㍍
四
方
）
が
昭
和
四
二
〜
三
年
の
調
査

結
果
に
よ
り
佐
渡
国
府
に
推
定
さ
れ
た
場
所
【
四
日
町
・
八
幡
若
宮
社
周
辺
説
】（
若
宮
遺
跡
）
で
あ
る
。

　

同
論
文
に
は
、
さ
ら
に
、
佐
渡
国
府
が
前
述
の
若
宮
付
近
か
ら
檀
風
城
跡
を
中
心
と
す
る
雑
太
地
区
へ
移
転
し
た
と
い
う
国
府
移
転
説

を
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
い
わ
ゆ
る
檀
風
城
址
の
地
表
遺
構
は
明
ら
か
に
中
世
の
館
の
趣
を
呈
し
て
い
る
が
、
古
く
か
ら
国
府
推
定
地
の
一
つ
に
あ
げ
ら

れ
て
お
り
、
か
つ
近
年
の
調
査
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
国
分
寺
と
同
形
式
の
瓦
、
宋
青
磁
、
青
銅
器
具
、
須
恵
器
、
柱
根
な
ど
の
発
掘
を
見
、

古
代
に
お
け
る
か
な
り
重
要
な
施
設
の
遺
址
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
田
中
圭
一
・
山
本
仁
両

氏
は
、
檀
風
城
址
周
辺
の
比
較
的
広
い
範
囲
に
「
新
川
（
に
い
こ
う
）」「
内
新
川
（
う
ち
に
い
こ
う
）」「
外
新
川
（
そ
と
に
い
こ
う
）」

と
い
う
コ
ア
ザ
が
散
在
す
る
こ
と
を
見
出
し
、
こ
の
「
に
い
こ
う
」
を
「
新
国
府
」
と
解
釈
し
て
国
府
移
転
の
考
え
を
導
い
た
わ
け
で
あ

る
。
同
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
府
域
は
檀
風
城
を
ほ
ぼ
中
心
と
し
て
、
竹
田
川
を
北
辺
、
大
道
川
を
西
辺
と
す
る
方
四
町
域
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
府
域
の
南
西
隅
か
ら
近
距
離
に
旧
総
社
址
と
伝
え
ら
れ
る
「
八
社
林
」
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

同
説
は
国
府
移
転
の
時
期
を
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
年
の
、
生
江
臣
智
麻
呂
が
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
前
後
の
こ
ろ
と
す
る
大
胆
な
推
定

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。」（『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』
足
利
論
文
七
一
頁
）

　

論
文
著
者
の
足
利
氏
は
、
こ
の
説
に
対
し
、
唯
一
の
根
拠
が
「
新
川
」（
に
い
こ
う
）
と
い
う
地
名
の
み
で
、
そ
の
地
名
の
分
布
限
界

や
府
域
の
四
至
遺
構
が
不
明
瞭
な
点
を
指
摘
し
、「
こ
の
新
国
府
説
は
十
分
成
熟
し
た
説
得
力
あ
る
説
に
達
し
て
い
な
い
の
が
遺
憾
で
あ
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る
。」
と
評
し
て
い
る
。（
同
書
七
一
頁
）

　

以
上
、
若
宮
遺
跡
付
近
を
国
府
域
と
す
る
「
四
日
町
・
八
幡
若
宮
社
周
辺
説
」（
若
宮

遺
跡
）
と
、
檀
風
城
跡
付
近
を
「
新
国
府
」（
後
期
国
府
・
雑
太
国
府
）
と
推
定
す
る
国

府
移
転
説
が
提
唱
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

国
府
移
転
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
真
野
町
史
上
巻
』
に
「
在
来
の
豪
族
は
大
化
改
新

以
後
、
雑
太
の
郡
司
に
任
命
さ
れ
て
若
宮
の
地
に
と
ど
ま
っ
て
国
司
の
任
務
を
代
行
し
て

い
た
が
、
国
か
ら
国
司
が
派
遣
さ
れ
る
と
そ
の
国
司
は
新
し
い
土
地
に
入
っ
た
の
で
、
そ

こ
が
新
国
府
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
佐
渡
国
司
の
所
見
は
天
平
宝
字
三
年
（
七

五
九
）
の
生
江
臣
智
麻
呂
で
あ
り
、
彼
は
条
里
水
田
の
開
発
や
国
分
寺
造
立
に
も
一
役
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。」（
一
〇
六
頁
）
と
の
解
説
が
み
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
新
国
府
へ
の
移
転
は
七
五
九
年
頃
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

Ⓗ
下し
も

国こ

府う

遺
跡
は
、
昭
和
五
〇
年
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
周
囲
を
二
重
の
溝
に
囲
ま
れ

た
内
側
に
、
二
間
×
五
間
の
掘
立
柱
建
物
二
棟
が
検
出
さ
れ
、
溝
か
ら
九
世
紀
前
後
頃
の

須
恵
器
の
瓶
や
杯
な
ど
が
出
土
し
、
此
処
の
土
地
名
が
『
元
禄
検
地
帳
』
に
「
下
国
府
」

と
あ
る
こ
と
、
南
に
Ⓙ
佐
渡
国
分
寺
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
佐
渡
国
府
関
係
の
施
設
と
推

定
さ
れ
る
国
指
定
の
史
跡
で
あ
る
が
、
前
述
の
「
新
国
府
説
」（
雑
太
国
府
説
）
に
基
づ

き
、
西
方
約
三
〇
〇
㍍
に
あ
る
新
国
府
（
Ⓘ
檀
風
城
跡
）
の
関
連
施
設
と
し
て
「
国
府
官

舎
」（
官
衙
も
し
く
は
役
人
の
官
舎
『
埋
文
に
い
が
た
№
54
』）
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
過

去
に
は
世
尊
寺
の
所
有
地
で
も
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。

Ⓘ檀風城址（中央の台地）と石碑
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Ⓘ
檀
風
城
跡
を
国
庁
と
推
定
す
る
説
は
、
こ
の
様
な
Ⓘ
檀
風
城
跡
（
国
庁
）
を
中
心
と

し
た
雑
太
国
府
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
発
掘
調
査
の
結
果
か
ら
も
Ⓘ
檀
風
城
跡
は
、

国
府
に
関
連
す
る
重
要
な
施
設
で
あ
っ
た
事
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
国
府
が

存
在
し
て
い
た
鎌
倉
時
代
に
国
府
施
設
で
あ
る
Ⓘ
檀
風
城
跡
を
佐
渡
守
御
所
と
す
る
説
は

史
実
に
矛
盾
し
て
い
る
。
小
菅
氏
に
よ
る
と
Ⓘ
檀
風
城
跡
を
佐
渡
守
護
代
・
雑
太
本
間
氏

の
初
期
居
城
と
す
る
説
は
、
日
野
資
朝
伝
説
と
結
び
つ
け
た
明
治
期
の
創
作
で
あ
る
と
い

う
。
先
述
の
通
り
戦
国
末
期
に
国
府
施
設
跡
に
築
城
し
た
支
城
で
あ
ろ
う
。

『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』【
田
中
圭
一
説
】
に
お
け
る
佐
渡
国
府
・

守
護
所
の
位
置

【
波
多
国
府
説
】

　
「
佐
渡
に
お
け
る
国
府
（
律
令
制
下
で
国
司
が
政
務
を
お
こ
な
う
役
所
）
は
、
最
初
、

国
府
川
が
真
野
湾
に
流
れ
込
む
付
近
に
あ
っ
た
（
若
宮
国
府
）。
時
期
は
定
か
で
は
な
い

が
、
こ
の
合
沢
地
区
で
須
恵
器
が
見
ら
れ
る
平
安
期
に
は
、
今
、
同
地
区
と
隣
接
す
る
檀

風
城
址
の
場
所
に
国
府
が
移
っ
た
（
雑
太
国
府
）。
こ
の
雑
太
国
府
は
、
合
沢
で
発
掘
さ

れ
た
須
恵
器
の
時
期
が
示
す
よ
う
に
、
鎌
倉
初
期
以
前
に
は
別
の
場
所
に
移
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
雑
太
国
府
と
と
も
に
一
時
期
栄
え
た
合
沢
地
区
は
、
国
府
の
移
転
と

と
も
に
廃
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
こ
で
、
日
蓮
が
流
罪
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
後
期
に
、
国
府
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い

Ⓗ下国府遺跡（国指定史跡）と説明版
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う
当
初
の
問
題
意
識
に
立
ち
、
合
沢
お
よ
び
波
多
を
見
直
す
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。」『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
六
四
頁
）

　

以
上
、
田
中
圭
一
氏
は
、
佐
渡
国
府
が
「
若
宮
国
府
」
よ
り
檀
風
城
址
の
「
雑
太
国
府
」
へ
、
さ
ら
に
、
鎌
倉
初
期
以
前
に
は
「
波

多
」
へ
と
移
転
し
た
と
し
て
「
国
府
三
転
説
」
を
主
張
し
て
い
る
。

　

同
書
に
お
い
て
田
中
圭
一
氏
が
鎌
倉
時
代
の
佐
渡
守
護
所
・
国
府
と
し
て
畑
野
（
波
多
）
の
下
畑
玉
作
遺
跡
周
辺
を
推
定
す
る
根
拠
は
、

次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
金
井
町
中
興
に
あ
る
西
蓮
寺
所
蔵
の
『
本
間
系
図
』
で
は
、
雑
太
（
現
・
真
野
町
竹
田
）
と
波
多
（
現
・
畑
野
町
下
畑
）
は
、
ど
ち

ら
も
本
間
惣
領
家
に
属
し
た
と
し
て
お
り
、
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
）
の
時
に
惣
領
家
は
雑
太
に
居
住
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
載
を

信
じ
る
と
、
本
間
重
連
の
館
は
雑
太
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
『
日
蓮
遺
文
』
に
よ
れ
ば
、
本
間
重
連
の
館
の
ほ
ど
近
く
、
阿
仏

房
が
徒
歩
で
食
事
を
運
べ
る
範
囲
に
日
蓮
が
置
か
れ
て
い
た
配
所
が
あ
る
。

　

日
蓮
が
身
延
山
に
帰
っ
た
後
、
亡
く
な
っ
た
阿
仏
房
の
遺
骨
を
首
に
か
け
て
身
延
山
を
訪
れ
た
阿
仏
房
の
子
・
藤
九
郎
守
綱
の
墓
と
言

わ
れ
る
も
の
は
、
畑
野
町
の
目
黒
町
に
あ
る
。
ま
た
、
阿
仏
房
と
並
ん
で
日
蓮
に
探
く
帰
依
し
た
国
府
入
道
の
遺
跡
が
、
畑
野
町
下
畑
の

波
多
熊
野
神
社
跡
の
西
側
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
関
係
の
遺
跡
は
波
多
郷
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
雑
太
付
近
に
は
日
蓮
関
係
の
遺
跡
が
ま
っ
た
く
な

い
。」『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
六
四
〜
五
頁
）

　

以
上
、
田
中
氏
は
『
日
蓮
遺
文
』
と
「
日
蓮
関
係
の
遺
跡
」
を
根
拠
と
し
て
鎌
倉
期
の
佐
渡
国
府
・
守
護
所
を
畑
野
下
畑
と
推
定
し
て

い
る
。
畑
野
下
畑
に
お
け
る
佐
渡
国
府
・
守
護
所
説
は
、
前
回
の
『
現
代
宗
教
研
究
第
四
十
二
号
』
所
収
の
「
調
査
報
告
」（
二
一
三
〜

九
頁
）
に
記
し
た
通
り
、
根
拠
の
希
薄
な
説
で
あ
る
。

　
【
佐
渡
守
護
所
】
に
つ
い
て
田
中
氏
は
、
日
蓮
聖
人
御
遺
文
『
種
々
御
振
舞
御
書
』「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
よ
り
塚
原
と
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申
山
野
の
中
に
」（
昭
和
定
本
九
七
〇
頁
）
の
文
章
を
「
守
護
代
本
間
六
郎
左
衛
門
の
家
の
う
し
ろ
塚
原
へ
」
と
訳
し
、
守
護
代
館
（
守

護
所
）
の
後
ろ
に
塚
原
配
所
が
あ
る
と
い
う
位
置
関
係
を
根
拠
に
、
畑
野
目
黒
町
の
塚
原
配
所
と
畑
野
下
畑
の
守
護
所
を
推
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
説
は
、
田
中
氏
に
よ
る
御
遺
文
の
誤
訳
で
あ
り
、『
種
々
御
振
舞
御
書
』「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
よ
り
塚
原
と
申
山

野
の
中
に
」（
昭
和
定
本
九
七
〇
頁
）
の
文
意
は
、「
守
護
代
本
間
六
郎
左
衛
門
家
の
後
見
人
の
家
よ
り
塚
原
へ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

「
う
し
ろ
み
の
家
」
と
は
本
間
惣
領
家
（
守
護
代
）
の
後
見
人
（
う
し
ろ
み
）
で
あ
る
「
波
多
本
間
氏
の
館
」
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

正
し
い
解
釈
に
基
け
ば
、
田
中
氏
の
推
定
し
た
下
畑
玉
作
遺
跡
は
佐
渡
守
護
所
で
は
な
く
、
後
見
人
の
「
波
多
本
間
氏
の
館
」
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
御
遺
文
は
佐
渡
守
護
所
と
「
日
蓮
関
係
の
遺
跡
」
と
の
位
置
関
係
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。（『
佐
渡
中
世
史
の
根

幹
』
七
一
〜
六
頁
）

　

以
上
の
御
遺
文
誤
訳
の
根
拠
を
除
け
ば
、
前
記
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
で
は
「
金
井
町
中
興
に
あ
る
西
蓮
寺
所
蔵
の
『
本
間
系
図
』

で
は
、（
中
略
）
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
）
の
時
に
惣
領
家
は
雑
太
に
居
住
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
載
を
信
じ
る
と
、
本
間
重
連
の

館
は
雑
太
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
根
拠
が
残
る
。
誤
訳
を
最
優
先
し
た
結
果
、
守
護
所
の
所
在
を
誤
認
し
た
訳
で
あ
る
。
下

畑
玉
作
遺
跡
を
波
多
の
守
護
所
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
六
五
〜
六
頁
）
に
小
菅
氏
の
説
を
引
用
し
て
い
る

が
、
小
菅
氏
自
身
は
既
に
こ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。
詳
細
は
「
国
府
三
転
説
」
の
項
で
説
明
す
る
。

　
【
佐
渡
国
府
】
に
つ
い
て
田
中
氏
は
、『
世
尊
寺
文
書
』『
畑
野
区
有
文
書
』『
文
化
年
間
村
絵
図
』
等
を
根
拠
に
世
尊
寺
（
国
府
入
道
開

基
）
の
前
身
で
あ
る
「
下
国
府
坊
」
の
地
名
・
在
家
が
畑
野
下
畑
の
推
定
佐
渡
守
護
所
（
下
畑
玉
作
遺
跡
）
隣
の
波
多
熊
野
神
社
跡
（
守

護
代
館
）
西
側
に
あ
り
、
近
辺
に
寺
領
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
「
下
国
府
坊
」
は
国
府
の
所
在
を
表
す
地
名
で
あ
る
か
ら
、
畑
野
に
国

府
・
守
護
所
が
あ
っ
た
証
拠
と
な
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
室
町
幕
府
が
国
府
近
く
に
立
て
た
安
国
寺
が
推
定
佐
渡
守
護
所
近
隣
に
あ
る

こ
と
も
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。（『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
一
五
五
〜
一
六
〇
頁
）
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『
世
尊
寺
文
書
』『
畑
野
区
有
文
書
』
に
つ
い
て
は
、
小
菅
氏
の
『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
に
よ
る
と
、「
明
治
期
の
地
図
や
土
地
台
帳

等
の
各
地
籍
図
、
及
び
、『
畑
野
町
史
総
篇　

波
多
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
１
６
９
４
（
元
禄
７
）
年
の
畑
方
村
検
地
帳
及
び
畑
本
郷
村

検
地
帳
、
旧
版
や
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
な
ど
で
畑
方
村
に
「
下
国
府
坊
」（
世
尊
寺
の
前
身
と
い
わ
れ
る
下
江
坊
＝
下
国
府
坊
）
と

い
う
地
名
が
あ
っ
た
証
拠
と
し
て
い
る
１
６
６
３
（
寛
文
３
）
年
の
世
尊
寺
の
田
地
預
り
証
文
等
を
詳
細
に
調
べ
た
結
果
、
下
畑
地
域
に

国
府
関
連
地
名
を
一
筆
も
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。」（
六
一
〜
二
頁
）
ま
た
、「
文
化
年
間
村
絵
図
」
は
現
在
行
方
不
明
で
あ
る

が
、
前
述
の
資
料
か
ら
推
測
す
る
と
「
下
国
府
坊
」
の
地
名
が
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
（
同
書
六
九
頁
）
と
、
調
査
結
果
を
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
は
、
畑
野
（
波
多
）
下
畑
の
地
域
に
国
府
の
存
在
を
裏
付
け
る
地
名
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

小
菅
氏
に
よ
る
と
、
田
中
説
は
『
世
尊
寺
文
書
』『
畑
野
区
有
文
書
』
等
に
土
地
の
所
有
者
と
し
て
記
載
・
捺
印
さ
れ
て
い
る
「
下
国

府
坊
」
の
名
を
地
名
と
誤
認
し
て
根
拠
と
し
て
い
る
様
で
あ
る
と
い
う
。

　

実
際
に
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』（
一
五
六
〜
七
頁
）
を
検
証
す
る
と
、

　
『
畑
野
区
有
文
書
』「
下
国
府
坊　

三
石
八
升
四
合
四
勺
（
中
略
）
寺
領
」

　
『
世
尊
寺
文
書
』「
一
畑
方
村
之
寺
領
田
地
度
々
預
申
証
文
之
事
、
一
字
経
田
壱
ヶ
所
、
一
し
や
う
け
田
壱
ヶ
所
、
一
馬
場
壱
ヶ
所
、
一

庫
裏
壱
ヶ
所
、
一
た
い
代
壱
ヶ
所
（
太
子
堂
）、
合
五
ヶ
所　

此
御
年
貢
米
三
石
八
升
四
合
四
勺　

但
定
納
也
」

　

以
上
の
二
書
を
挙
げ
、
双
方
に
同
じ
「
三
石
八
升
四
合
四
勺
」
の
年
貢
米
が
あ
る
事
か
ら
、
田
中
氏
は
〔「
下
国
府
坊
」
と
呼
ば
れ
る

田
地
が
世
尊
寺
の
「
畑
方
村
之
寺
領
」〕
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
が
、
二
書
の
内
容
か
ら
判
断
す
れ
ば
、「
下
国
府
坊
」（
寺
院
名
）
の

「
畑
方
村
之
寺
領
」
の
詳
細
が
「
一
字
経
田
壱
ヶ
所
（
中
略
）
合
五
ヶ
所
」
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。「
五
ヶ
所
」
別
々
に
あ
る
地
名
が

「
下
国
府
坊
」
と
い
う
一
つ
の
地
名
に
集
約
さ
れ
る
事
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
下
国
府
坊
」
は
や
は
り
土
地
を
所
有
す
る
寺
院
名
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
安
国
寺
」
に
つ
い
て
は
、「
波
多
郷
の
安
国
寺
集
落
は
、「
垣
の
内
」
地
名
は
近
く
に
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
に
鎌
倉
期
に
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集
落
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
陶
磁
器
片
や
遺
構
が
只
の
一
度
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。」（『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
四
〇
頁
）

と
、
安
国
寺
集
落
に
鎌
倉
期
の
波
多
国
府
が
存
在
し
た
根
拠
と
な
る
考
古
学
的
証
拠
は
無
い
と
い
う
。
ま
た
、
室
町
期
創
建
の
安
国
寺
が

現
在
波
多
の
地
に
あ
る
事
が
、
鎌
倉
期
の
国
府
が
波
多
に
存
在
し
た
直
接
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。

　
【
国
府
三
転
説
】　

以
上
の
田
中
氏
の
佐
渡
国
府
・
守
護
所
説
は
、「
下
畑
沖
の
第
三
次
佐
渡
国
府
域
を
波
多
の
守
護
所
と
す
る
国
府
三

転
説
（
若
宮
↓
雑
太
↓
下
畑
）」
を
根
拠
と
し
、
昭
和
四
二
年
に
『
佐
渡
国
府
緊
急
調
査
報
告
書
Ⅰ
』
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
小
菅
氏
は
こ
の
調
査
に
お
い
て
「
下
畑
沖
で
の
第
三
次
の
佐
渡
国
府
の
所
在
と
規
模
の
特
定
に
従
事
し
（
中
略
）「
第
三
次
の
佐
渡

国
府
」
を
方
四
町
の
規
模
で
図
面
上
に
復
元
し
た
。
な
お
、
鎌
倉
期
に
入
る
と
こ
の
国
府
域
に
佐
渡
守
護
所
が
成
立
し
た
」（『
佐
渡
中
世

史
の
根
幹
』
五
三
〜
四
頁
）
と
仮
定
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
の
調
査
に
よ
り
「
第
三
次
佐
渡
国
府
域
」
の
中
心
と
な
る
畑
野

（
波
多
）
下
畑
の
地
域
に
「
国
府
の
遺
構
」
自
体
が
全
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
上
に
、
国
府
の
存
在
を
表
す
地
名
も
正
確
な
も
の
が
一
つ

も
発
見
で
き
な
い
事
が
判
明
し
、「
佐
渡
国
府
が
雑
太
郷
か
ら
波
多
郷
へ
移
転
し
た
事
実
は
ま
っ
た
く
証
明
出
来
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
様
に
、「
下
畑
沖
の
第
三
次
佐
渡
国
府
域
を
波
多
の
守
護
所
と
す
る
」
説
は
、
当
時
の
調
査
担
当
者
自
身
が
既

に
否
定
し
て
い
る
。
小
菅
氏
に
よ
る
と
、
現
在
、
こ
の
説
の
支
持
者
は
田
中
氏
を
中
心
と
す
る
数
人
し
か
い
な
い
と
云
う
。
現
に
、
前
記

の
『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』
足
利
論
文
（
昭
和
四
六
年
刊
）
に
お
い
て
も
根
拠
の
希
薄
な
所
為
か
、
波
多
国
府
説
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

他
に
佐
渡
市
や
新
潟
県
の
公
的
な
出
版
物
に
お
い
て
も
同
様
に
記
載
は
無
く
、
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
非
公
認
の
説
で
あ
る
。

　
【
雑
太
国
府
・
守
護
所
説
】　

小
菅
氏
に
よ
る
と
、
宗
祖
在
島
中
の
鎌
倉
後
期
は
、
前
述
（『
歴
史
と
地
理
』
四
九
六
号
所
収　

小
菅
論

文
）
の
通
り
、
檀
風
城
址
の
場
所
に
国
府
の
政
務
機
関
で
あ
る
国
庁
が
あ
り
（
雑
太
国
府
説
）、
こ
れ
を
監
視
・
監
督
す
る
関
係
に
あ
る

佐
渡
守
護
所
が
雑
太
本
間
惣
領
家
の
竹
田
城
に
あ
っ
た
と
云
う
。
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佐
渡
守
護
代
の
雑
太
本
間
惣
領
家
は
、
庶
子
家
の
本
間
氏
を
地
頭
代
官
と
し
て
佐
渡
国
内
の
各
郷
に
配
置
し
、
雑
太
本
間
家
を
中
心
と

し
た
惣
領
制
の
下
に
佐
渡
を
守
護
代
と
し
て
支
配
し
て
い
た
が
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
、
南
北
朝
時
代
の
争
乱
に
よ
り
庶
子
家
の
独
立
・
勢

力
の
拡
大
化
が
進
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
様
な
時
代
背
景
の
中
、
南
北
朝
時
代
末
期
に
は
守
護
所
が
雑
太
惣
領
家
か
ら
庶
子
家
の
波
多
本
間

氏
の
下
畑
（
玉
作
遺
跡
）
へ
移
転
し
た
と
云
う
。
ま
た
、
波
多
郷
下
畑
の
地
に
移
転
し
た
行
政
的
な
理
由
と
し
て
、「
室
町
期
に
な
っ
て

下
畑
の
城
館
に
置
か
れ
た
佐
渡
守
護
所
に
と
っ
て
の
、
佐
渡
支
配
最
大
の
政
治
課
題
が
こ
こ
（
小
倉
川
）
の
氾
濫
防
止
と
波
多
郷
の
広
域

再
開
発
事
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
新
し
い
行
政
中
心
域
へ
、
す
な
わ
ち
雑
太
郷
か
ら
波
多
郷
へ
と
、
人
的
支
援
、
物
的

資
源
、
宗
教
施
設
の
一
部
が
活
発
に
移
動
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」（『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』
四
一
頁
）
と
、
推
測
し
て
い
る
。

【
下
国
府
坊
の
所
在
】

　

世
尊
寺
（
国
府
入
道
開
基
）
所
蔵
の
『
世
尊
寺
年
代
記
』
に
、
国
府
入
道
が
は
じ
め
畑
方
村
（
現
・
畑
野
下
畑
）
の
地
に
世
尊
寺
の
前

身
と
な
る
「
下
国
府
房
」
を
建
立
し
た
と
記
述
（『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
一
五
五
頁
）
が
あ
る
が
、
前
述
の
通
り
小
菅
氏
の
調
査
に
よ

り
下
畑
周
辺
に
「
下
国
府
坊
」
な
る
地
名
が
存
在
し
な
い
事
が
ほ
ぼ
判
明
し
た
。

　
「
下
国
府
遺
跡
」
の
あ
る
場
所
は
、
竹
田
村
『
元
禄
検
地
帳
』
に
「
下
こ
う
」
の
地
名
で
記
載
が
あ
り
、
国
府
関
連
施
設
で
あ
る
「
下

国
府
遺
跡
」
が
発
掘
さ
れ
、
慶
長
五
年
の
検
地
張
に
世
尊
寺
の
所
有
地
「
畑
田
」
で
あ
る
記
録
が
残
っ
て
い
る
事
等
か
ら
、
世
尊
寺
の
前

身
で
あ
る
「
下
国
府
坊
」
が
存
在
し
た
可
能
性
の
高
い
場
所
で
あ
る
事
や
、
国
府
か
ら
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
下
畑
の
地
に
国
府

の
所
在
を
示
す
「
下
国
府
坊
」
の
地
名
が
残
る
と
す
る
『
日
蓮
と
佐
渡
』
の
田
中
説
を
疑
問
視
す
る
点
が
『
畑
野
町
史
総
篇　

波
多
』

（
畑
野
町
史
編
纂
委
員
会
編
）、『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』（
八
一
頁
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
通
り
、
Ⓗ
「
下
国
府
遺
跡
」
付
近
に
世
尊
寺
の
前
身
で
あ
る
「
下
国
府
坊
」
が
存
在
し
、
後
に
上
の
Ⓚ
現
在
地
へ
移
転
し
た
と

す
る
説
が
明
白
な
根
拠
が
あ
る
故
に
有
力
で
あ
ろ
う
。
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『
塚
原
跡
』
石
碑
群
、
銘
板
「
塚
原
配
所
考
」「
地
図
版
」【
田
中
圭
一
説
】
に
お
け
る
佐
渡
国
府
・
守
護
所
の
位
置

　

銘
板
「
塚
原
配
所
考
」

　
「
一
、
佐
渡
守
護
所
跡
と
本
間
重
連
館
跡

　

佐
渡
に
お
い
て
日
蓮
大
聖
人
を
預
か
っ
た
の
は
守
護
代
・
本
間
六
郎
左
衛
門
重
連
で
あ
る
。
当
然
、
佐
渡
守
護
所
と
本
間
重
連
の
館
と

は
近
距
離
に
あ
つ
た
。
守
護
所
を
特
定
す
る
方
法
と
し
て
、
室
町
幕
府
が
各
国
の
府
中
（
国
府
の
所
在
地
）
に
建
て
た
安
国
寺
の
存
在
が

欠
か
せ
な
い
。
佐
渡
に
安
国
寺
が
建
て
ら
れ
た
時
期
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
佐
渡
配
流
か
ら
六
十
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
守
護
所
の

近
く
に
建
て
ら
れ
た
安
国
寺
は
畑
野
の
下
畑
に
あ
る
。
本
間
重
連
の
館
に
つ
い
て
言
え
ば
、『
佐
渡
本
間
系
図
』
に
は
、
日
蓮
大
聖
人
が

塚
原
に
入
っ
て
か
ら
三
十
七
年
後
の
徳
治
三
（
一
三
〇
八
）
年
、
本
間
十
郎
左
衛
門
が
波
多
（
現
・
畑
野
町
下
畑
）
に
熊
野
権
現
を
建
立

し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
間
氏
館
の
敷
地
内
に
熊
野
神
社
を
建
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
熊
野
神
社
は
後
に
移
転
し
、

そ
の
跡
に
「
熊
野
神
社
遺
跡
」
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
周
辺
に
は
「
城
」
や
「
宮
」
の
付
く
地
名
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
本
間
重
連
の
館
や
守
護
所
は
、
波
多
熊
野
神
社
跡
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
下
畑
玉
作
遺
跡
と
さ
れ
る
場
所
を
含
む
約
一

町
四
方
の
地
域
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」

　
『
塚
原
跡
』
石
碑
群
に
は
、
次
頁
の
写
真
に
示
し
た
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
地
図
版
が
設
置
さ
れ
、
銘
板
「
塚
原
配
所
考
」
の
田
中
圭
一
説

に
お
け
る
佐
渡
国
府
・
守
護
所
の
位
置
を
説
明
し
て
い
る
。

　
「
守
護
所
を
特
定
す
る
方
法
と
し
て
、
室
町
幕
府
が
各
国
の
府
中
（
国
府
の
所
在
地
）
に
建
て
た
安
国
寺
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。」
と

あ
る
通
り
、
上
図
で
は
「
波
多
国
府
説
」
に
基
づ
き
波
多
国
府
域
内
の
下
畑
玉
作
遺
跡
を
①
【
守
護
所
】
と
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

「
国
分
寺
（
国
府
）」
つ
ま
り
は
、
雑
太
国
府
域
に
属
す
る
国
分
寺
を
挙
げ
て
②
【
国
府
】
は
「
雑
太
国
府
説
」
を
主
張
す
る
と
い
う
矛
盾

が
見
ら
れ
る
。
根
拠
の
希
薄
な
「
波
多
国
府
説
」
を
放
棄
し
、
国
府
の
み
「
雑
太
国
府
説
」
を
採
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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前
述
し
た
が
、
守
護
所
は
国
府
内
の
国
衙
を
監
視
・
監
督
す
る
目
的
か
ら
、
国
衙
の
近
く
に
守
護
所

を
設
け
る
の
が
一
般
的
な
事
例
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
雑
太
国
府
と
の
距
離
が
約
三
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
程
離
れ
た
下
畑
玉
作
遺
跡
を
鎌
倉
時
代
の
守
護
所
と
す
る
田
中
説
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
史

実
に
矛
盾
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

守
護
代
本
間
重
連
の
館
に
つ
い
て
「『
佐
渡
本
間
系
図
』
に
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
塚
原
に
入
っ
て
か

ら
三
十
七
年
後
の
徳
治
三
（
一
三
〇
八
）
年
、
本
間
十
郎
左
衛
門
が
波
多
（
現
・
畑
野
町
下
畑
）
に
熊

野
権
現
を
建
立
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。」
と
し
て
、
波
多
熊
野
神
社
跡
を
守
護
代
館
に
推
定

す
る
が
、
小
菅
氏
の
『
佐
渡
中
世
史
の
根
幹
』（
四
二
頁
）
に
よ
る
と
、『
西
蓮
寺
本
間
系
図
』（
寛
永

二
〇
年
）
の
原
文
に
は
、「
宗
忠　

左
衛
門
十
郎
忍
連　

住
雑
太
徳
治
三
年
畑
野
村
熊
野
権
現
宮
御
正

躰
建
立
」
と
、
あ
る
事
か
ら
、「
本
間
十
郎
左
衛
門
宗
忠
」
は
、「
雑
太
」
に
住
し
て
い
た
事
が
明
白
で

あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
は
、
佐
渡
守
護
代
の
館
は
、
徳
治
三
年
の
時
点
で
「
雑
太
」
に
在
っ
た
訳
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
守
護
代
の
館
に
隣
接
す
る
「
佐
渡
守
護
所
」
も
「
雑
太
」
に
存
在
し
た
事
と
な
る
。

　

前
掲
の
『
新
版　

日
蓮
と
佐
渡
』
に
「
金
井
町
中
興
に
あ
る
西
蓮
寺
所
蔵
の
『
本
間
系
図
』
で
は
、

（
中
略
）
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
）
の
時
に
惣
領
家
は
雑
太
に
居
住
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
載
を

信
じ
る
と
、
本
間
重
連
の
館
は
雑
太
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。」（
六
四
頁
）
と
あ
る
事
か
ら
、
田
中

氏
・
小
菅
氏
共
に
同
じ
『
西
蓮
寺
本
間
系
図
』
を
引
用
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
つ
ま
り
は
、
銘
板

「
塚
原
配
所
考
」
に
、『
西
蓮
寺
本
間
系
図
』
を
引
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
原
文
の
「
宗
忠　

左
衛
門
十

郎
忍
連　

住
雑
太
徳
治
三
年
畑
野
村
熊
野
権
現
宮
御
正
躰
建
立
」
と
、「
住
雑
太
」（
雑
太
に
住
す
）
と

記
載
の
あ
る
部
分
を
意
図
的
に
無
視
し
て
、「
熊
野
権
現
を
建
立
し
た
」
こ
と
の
み
で
波
多
熊
野
神
社
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跡
を
守
護
代
館
と
推
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
通
り
、
銘
板
「
塚
原
配
所
考
」「
地
図
版
」
に
示
さ
れ
た
田
中
圭
一
説
は
、
史
実
に
矛
盾
す
る
内
容
で
あ
る
。

四
、
島
内
に
お
け
る
霊
蹟
の
取
得
問
題

㈠
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」（
妙
宣
寺
草
創
地
）
の
土
地
取
得

※
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
の
詳
細
は
、
本
稿
第
二
節
で
説
明
し
た
。

名
称　
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」

場
所　

佐
渡
市
金
井
新
保
寺
沢
九
五
一
番
地

　

日
蓮
正
宗
の
「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地
の
買
収
か
ら
、「
阿
仏
房
元
屋
敷
」（
妙
宣
寺
草
創
地
）
の
史
跡
買
収
を
危
惧
し
た
小
菅
徹
也
氏
の

尽
力
に
よ
り
、
第
二
節
に
説
明
し
た
「
阿
仏
房
元
屋
敷
」
は
、
平
成
二
〇
年
、
日
蓮
宗
本
山
蓮
華
王
山
妙
宣
寺
（
関
道
雄
住
職
）
が
こ
の

土
地
（
九
五
一
番
地
）
を
購
入
し
所
有
権
を
取
得
し
た
。

㈡
妙
満
寺
周
辺
の
土
地
問
題
に
つ
い
て

　

妙
満
寺
住
職
竹
中
智
英
師
よ
り
聞
き
取
り
調
査
し
た
佐
渡
市
目
黒
町
五
七
二
の
妙
満
寺
周
辺
に
お
け
る
、
田
中
圭
一
「
目
黒
町
塚
原
配

所
説
」
に
基
づ
く
日
蓮
正
宗
「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地
と
、
妙
満
寺
に
伝
承
す
る
塚
原
三
昧
堂
跡
地
の
土
地
取
得
状
況
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

※ 

妙
満
寺
に
伝
承
す
る
塚
原
三
昧
堂
跡
地
と
日
蓮
正
宗
「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地
に
つ
い
て
は
、『
現
代
宗
教
研
究
第
四
十
二
号
』
所
収
の

「
調
査
報
告
」（
一
八
七
〜
二
三
六
頁
）
で
詳
細
を
説
明
し
た
。
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【
妙
満
寺
周
辺
図
】

Ⓐ
… 

妙
満
寺
に
塚
原
三
昧
堂
跡
地
と
伝
承
の
あ
る
「
三
角
田
」。
妙
満
寺
檀
家
の
土
地
で
あ
っ
た
が
、
妙
満
寺
（
竹
中
智
英
住
職
）
が
購

入
し
た
（
平
成
二
二
年
二
月
、
地
権
取
得
）。

Ⓑ
…
「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地

Ⓒ
…
駐
車
場

Ⓓ
…
妙
満
寺
前
住
職
夫
人
の
元
所
有
地
。
既
に
、
日
蓮
正
宗
に
売
却
済
み

Ⓔ
‥
日
蓮
正
宗
に
売
却
済
み
の
土
地

Ⓕ
…
日
蓮
宗
法
宣
寺
の
土
地

Ⓖ
…
日
蓮
正
宗
に
売
却
済
み
の
土
地
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【「
塚
原
跡
碑
」
裏
の
新
た
に
造
成
中
の
土
地
】（
平
成
二
一
年
四
月
）

　

日
蓮
正
宗
は
、「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地
の
駐
車
場
を
拡
張
す
る
為
、
Ⓓ

〜
Ⓖ
の
土
地
買
収
を
企
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地
の
管
理
、
及
び
、
Ⓓ
〜
Ⓖ
の
土
地
買
収
の
交
渉

は
、
佐
渡
市
栗
野
江
一
八
一
六
日
蓮
正
宗
妙
護
寺
が
行
っ
て
い
る
。

　

Ⓓ
の
妙
満
寺
前
住
職
夫
人
の
元
所
有
地
は
、
竹
中
住
職
が
土
地
購
入
を

夫
人
と
交
渉
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
日
蓮
正
宗
に
売
却
し
て
し
ま
っ
た
と
云

う
。
こ
の
土
地
は
、
元
は
妙
満
寺
の
土
地
で
あ
っ
た
が
、
農
地
解
放
後
、

先
々
代
住
職
の
所
有
と
な
り
以
降
、
前
住
職
、
前
住
職
夫
人
の
所
有
と
な

っ
た
と
云
う
。

　

Ⓕ
は
、
日
蓮
宗
法
宣
寺
（
目
黒
町
三
二
九
）
の
土
地
で
あ
り
、
日
蓮
正

宗
よ
り
法
宣
寺
総
代
へ
土
地
買
収
の
打
診
が
あ
っ
た
が
断
っ
た
と
云
う
。

こ
れ
に
よ
り
、
Ⓓ
〜
Ⓒ
間
の
土
地
を
分
断
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

Ⓓ
Ⓔ

Ⓕ

「塚原跡碑」裏の新たに造成中の土地（平成21年４月）
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【「
塚
原
跡　

駐
車
場
」】

　

平
成
二
一
年
八
月
、
上
記
「
塚
原

跡
碑
」
裏
の
土
地
は
整
地
さ
れ
「
塚

原
跡　

駐
車
場
」
と
な
っ
た
。

　

日
蓮
宗
法
宣
寺
の
土
地
Ⓕ
は
、
買

収
さ
れ
な
か
っ
た
為
、
現
在
、
駐
車

場
Ⓓ
〜
Ⓒ
間
の
土
地
を
分
断
す
る
形

と
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
、
定
期
的

に
監
視
す
る
。

　

平
成
二
二
年
三
月
、
大
石
寺
に
よ

り
、
塚
原
跡
碑
へ
の
分
岐
点
手
前
に

「
塚
原
跡
」
の
看
板
が
設
置
さ
れ
た
。

既に整地され駐車場となった「塚原跡碑」裏の土地

駐車場を分断するⒻ日蓮宗法宣寺の土地
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⑶
松
ヶ
崎
本
行
寺
「
大お
け
や
き欅
」
復
興
と
土
地
の
取
得

　

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
一
〇
月
二
八
日
、
日
蓮
聖
人
が
佐
渡
島
ご
着
岸
後
、
三
日
三
晩

を
過
さ
れ
た
と
伝
承
さ
れ
る
樹
洞
の
あ
る
欅
の
大
木
が
通
称
「
大お
け
や
き欅
」（
二
代
目
、
樹
齢
推

定
五
〇
〇
年
以
上
）
と
呼
ば
れ
、
日
蓮
宗
松
ヶ
崎
本
行
寺
よ
り
約
四
〇
〇
㍍
程
離
れ
た
場
所

に
あ
る
。
佐
渡
市
松
ヶ
崎
一
六
二
六
番
地
。

　

昭
和
六
三
年
の
環
境
庁
（
当
時
）
に
よ
る
巨
樹
巨
木
林
調
査
で
は
、
幹
周
五
・
一
㍍
、
樹

高
二
〇
㍍
と
計
測
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
「
大お
け
や
き欅

」
に
樹
洞
は
無
い
。

　

近
年
「
大お
け
や
き欅
」
が
衰
弱
し
て
枯
死
・
倒
木
の
危
機
に
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
本
行
寺
武
藤

孝
臣
住
職
の
下
で
復
興
事
業
が
行
わ
れ
、
平
成
二
一
年
八
月
完
成
し
た
。
ま
た
、
土
地
所
有

者
（
池
田
四
五
右
衛
門
家
）
よ
り
寄
進
を
受
け
、「
大お
け
や
き欅
」
の
土
地
は
本
行
事
の
所
有
と
な

っ
た
（
平
成
二
二
年
二
月
、
地
権
取
得
）。

復興事業が完了した「大欅」

佐
渡
市
松
ヶ
崎
地
図

Ⓐ
本
行
寺

Ⓑ
大お
け
や
き欅
…
参
道
入
口
に
題
目
塔
が
あ
る
。
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「　
（
大お
け
や
き欅
）
復
興
事
業
の
主
な
経
過
と
概
要

平
成
一
八
年

　
　

地
方
紙
『
新
潟
日
報
』
紙
上
で
お
け
や
き
が
壊
死
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
る
。

　
　

一
二
月
一
二
日　

地
元
有
志
が
集
ま
り
、
お
け
や
き
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
た
竹
を
伐
採
す
る
。

平
成
二
〇
年

　
　
　

二
月　

四
日　

お
け
や
き
を
守
る
会
設
立
↓
四
月
二
八
日　

寄
付
金
勧
募
活
動
開
始

　
　
　

七
月
一
三
日　

地
鎮
式
挙
行

　
　
　
　

同
一
四
日　

第
一
期
工
事
着
工
（
樹
勢
回
復
工
）
↓
八
月
二
八
日
完
了

　
　

一
二
月
一
八
日　

第
二
期
工
事
着
工
（
農
道
・
用
水
路
回
復
・
周
辺
石
積
み
・
階
段
参
道
敷
設
工
）

平
成
二
一
年

　
　
　

二
月
一
五
日　

第
二
期
工
事
完
了

　
　
　

五
月　

七
日　

追
加
工
事
着
工
（
荒
れ
地
部
分
整
備
工
）
↓
同
一
四
日
完
了

　
　
　

七
月
一
〇
日　

第
三
期
工
事
着
工
（
ほ
こ
ら
・
寄
付
者
名
板
等
設
置
工
）
↓
同
一
六
日
完
了

　
　
　

八
月　

一
日　

式
典
前
の
お
け
や
き
周
辺
整
備
と
し
て
有
志
が
集
ま
り
竹
林
を
伐
採

　
　
　

八
月　

二
日　

完
成
式
典
・
法
要
挙
行　

」（「
事
業
報
告
」
よ
り
）

　

近
年
に
お
け
る
佐
渡
島
内
宗
門
寺
院
の
霊
蹟
取
得
に
対
す
る
取
組
み
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

　

日
蓮
正
宗
の
「
塚
原
跡
碑
」
建
立
地
の
買
収
を
機
に
、
島
内
の
私
有
地
に
あ
る
霊
蹟
を
調
査
確
認
し
対
応
す
る
体
制
の
必
要
性
が
生
じ
、
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「
日
蓮
宗
の
危
機
管
理
」
の
一
環
と
し
て
調
査
研
究
を
始
め
た
が
、
今
後
は
、
各
寺
院
に
蔵
す
る
寺
宝
の
調
査
確
認
も
併
せ
て
行
う
事
で

「
他
教
団
に
対
す
る
危
機
管
理
」
を
進
め
て
行
く
予
定
で
あ
る
。
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